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〇

○
公
安
委
員
会
規
程

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

（
公
安
委
規
程
）

大
分
県
公
安
委
員
会
規
程
第
１
号

　
大

分
県

公
安

委
員

会
に

お
け

る
重

要
経

済
安

保
情

報
の

保
護

に
関

す
る

規
程

を
次

の
よ

う
に

定
め

る
。

　
　

令
和

７
年

５
月

27日
大

分
県

公
安

委
員

会
委

員
長

　
久

　
家

　
里

　
三

　
　
　
　
大
分
県
公
安
委
員
会
に
お
け
る
重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程

目
次

　
第

１
章

　
総

則
（

第
１

条
－

第
４

条
）

　
第

２
章

　
重

要
経

済
安

保
情

報
の

指
定

等
に

伴
う

措
置

（
第

５
条

－
第

８
条

）
　

第
３

章
　

重
要

経
済

安
保

情
報

の
取

扱
い

の
業

務
　

　
第

１
節

　
重

要
経

済
安

保
情

報
の

保
護

の
た

め
の

環
境

整
備

（
第

９
条

－
第

14条
）

　
　

第
２

節
　

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
の

作
成

等
（

第
15条

・
第

16条
）

　
　

第
３

節
　

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
の

交
付

、
伝

達
、

運
搬

等
（

第
17条

－
第

24条
）

　
　

第
４

節
　

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
の

保
管

等
（

第
25条

－
第

28条
）

　
　

第
５

節
　

検
査

（
第

29条
）

　
　

第
６

節
　

紛
失

時
等

の
措

置
（

第
30条

）
　

第
４

章
　

指
定

等
が

法
等

に
従

っ
て

い
な

い
と

認
め

た
と

き
の

措
置

（
第

31条
）

　
第

５
章

　
雑

則
（

第
32条

－
第

35条
）

　
附

則
　

　
　
第
１
章

　
総

則
　

（
趣

旨
）

第
１
条

　
こ

の
規

程
は

、
重

要
経

済
安

保
情

報
の

保
護

及
び

活
用

に
関

す
る

法
律

（
令

和
６

年
法

律
第

27
　

号
。

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

第
３

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

指
定

さ
れ

た
重

要
経

済
安

保
情

報
（

以
下

　
単

に
「

重
要

経
済

安
保

情
報

」
と

い
う

。
）

を
適

切
に

保
護

す
る

た
め

に
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

と
　

す
る

。
２

　
大

分
県

公
安

委
員

会
に

お
け

る
重

要
経

済
安

保
情

報
の

保
護

に
関

し
て

は
、

法
、

重
要

経
済

安
保

情
報

　
の

保
護

及
び

活
用

に
関

す
る

法
律

施
行

令
（

令
和

７
年

政
令

第
26号

。
以

下
「

令
」

と
い

う
。

）
、

重
要

　
経

済
安

保
情

報
の

指
定

及
び

そ
の

解
除

、
適

性
評

価
の

実
施

並
び

に
適

合
事

業
者

の
認

定
に

関
し

、
統

一
　

的
な

運
用

を
図

る
た

め
の

基
準

（
令

和
７

年
１

月
31日

閣
議

決
定

。
以

下
「

運
用

基
準

」
と

い
う

。
）

及
　

び
こ

の
規

程
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

　
（

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
）

第
２
条

　
令

第
12条

第
１

項
各

号
列

記
以

外
の

部
分

の
規

定
に

基
づ

く
令

第
11条

第
１

項
第

１
号

の
措

置
に

　
つ

い
て

、
同

号
の

重
要

経
済

安
保

情
報

の
保

護
に

関
す

る
業

務
を

管
理

す
る

者
（

以
下

「
重

要
経

済
安

保
　

情
報

管
理

者
」

と
い

う
。

）
は

、
警

務
部

総
務

課
長

と
す

る
。

　
（

保
全

責
任

者
等

）
第
３
条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

は
、

重
要

経
済

安
保

情
報

の
保

護
に

関
す

る
業

務
を

補
助

さ
せ

る
者

　
と

し
て

保
全

責
任

者
を

指
名

す
る

も
の

と
す

る
。

２
　

保
全

責
任

者
は

、
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

の
管

理
す

る
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

（
令

第
４

条
　

の
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
保

管
及

び
こ

れ
に

伴
う

事
務

を
行

う
ほ

か
、

　
重

要
経

済
安

保
情

報
を

適
切

に
保

護
す

る
た

め
に

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
も

の
と

す
る

。
３

　
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

は
、

保
全

責
任

者
が

不
在

で
あ

る
こ

と
そ

の
他

の
理

由
に

よ
り

、
そ

の
職

　
務

を
行

う
こ

と
が

で
き

な
い

と
き

は
、

臨
時

に
そ

の
職

務
を

代
行

す
る

職
員

（
以

下
「

臨
時

代
行

職
員

」
　

と
い

う
。

）
を

指
名

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
４

　
保

全
責

任
者

及
び

臨
時

代
行

職
員

は
、

法
第

11条
第

１
項

又
は

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
重

要
経

済
安

保



令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

大
分
県
報

二

　
情

報
の

取
扱

い
の

業
務

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
こ

と
と

さ
れ

る
者

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
（

保
全

教
育

）
第
４
条

　
大

分
県

公
安

委
員

会
の

委
員

は
、

重
要

経
済

安
保

情
報

を
保

護
す

る
た

め
に

必
要

な
知

識
を

習
得

　
し

、
意

識
の

高
揚

を
図

る
よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
　

　
第
２
章

　
重

要
経

済
安

保
情

報
の

指
定

等
に

伴
う

措
置

　
（

重
要

経
済

安
保

情
報

の
表

示
の

方
法

）
第
５
条

　
令

第
12条

第
１

項
第

１
号

（
同

条
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
に

規
定

す
る

措
　

置
と

し
て

行
う

法
第

３
条

第
２

項
第

１
号

の
表

示
（

以
下

「
重

要
経

済
安

保
情

報
表

示
」

と
い

う
。

）
　

は
、

保
全

責
任

者
が

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

　
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

す
る

も
の

と
す

る
。

　
⑴

　
重

要
経

済
安

保
情

報
で

あ
る

情
報

を
記

録
す

る
文

書
又

は
図

画
　

そ
の

見
や

す
い

箇
所

に
、

印
刷

、
　

　
押

印
そ

の
他

こ
れ

ら
に

準
ず

る
確

実
な

方
法

に
よ

り
「

重
要

経
済

安
保

情
報

」
の

文
字

及
び

枠
を

赤
色

　
　

（
や

む
を

得
な

い
場

合
に

は
、

赤
色

以
外

の
色

。
以

下
同

じ
。

）
で

付
す

る
こ

と
。

こ
の

場
合

に
お

い
　

　
て

、
当

該
文

書
又

は
図

画
の

う
ち

当
該

情
報

を
記

録
す

る
部

分
を

容
易

に
区

分
す

る
こ

と
が

で
き

る
と

　
　

き
は

、
当

該
部

分
を

明
ら

か
に

し
た

上
で

、
当

該
表

示
は

、
当

該
部

分
に

す
る

こ
と

。
　

⑵
　

重
要

経
済

安
保

情
報

で
あ

る
情

報
を

記
録

す
る

電
磁

的
記

録
（

電
子

的
方

式
、

磁
気

的
方

式
そ

の
他

　
　

人
の

知
覚

に
よ

っ
て

は
認

識
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

方
式

で
作

ら
れ

る
記

録
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
　

　
　

当
該

電
磁

的
記

録
の

う
ち

当
該

情
報

を
記

録
す

る
部

分
を

電
子

計
算

機
の

映
像

面
上

に
お

い
て

視
覚

　
　

に
よ

り
認

識
す

る
こ

と
が

で
き

る
状

態
に

し
た

と
き

に
、

「
重

要
経

済
安

保
情

報
」

の
文

字
及

び
枠

を
　

　
赤

色
で

共
に

認
識

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
。

　
⑶

　
重

要
経

済
安

保
情

報
で

あ
る

情
報

を
記

録
し

、
又

は
化

体
す

る
物

件
　

そ
の

見
や

す
い

箇
所

（
見

や
　

　
す

い
箇

所
が

な
い

と
き

は
、

そ
の

保
管

に
用

い
る

容
器

又
は

包
装

の
外

部
）

に
、

刻
印

、
ラ

ベ
ル

の
貼

　
　

付
け

そ
の

他
こ

れ
ら

に
準

ず
る

確
実

な
方

法
に

よ
り

「
重

要
経

済
安

保
情

報
」

の
文

字
及

び
枠

を
赤

色
　

　
で

付
す

る
こ

と
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

該
物

件
の

う
ち

当
該

情
報

を
記

録
し

、
又

は
化

体
す

る
部

　
　

分
を

容
易

に
区

分
す

る
こ

と
が

で
き

る
と

き
は

、
当

該
表

示
は

、
当

該
部

分
に

す
る

こ
と

。
２

　
重

要
経

済
安

保
情

報
表

示
を

重
要

経
済

安
保

情
報

を
記

録
す

る
文

書
又

は
図

画
に

付
す

る
場

合
に

お
い

　
て

、
当

該
文

書
又

は
図

画
が

冊
子

の
一

部
で

あ
る

と
き

は
、

当
該

冊
子

の
表

紙
に

「
重

要
経

済
安

保
情

報
　

文
書

」
の

文
字

を
赤

色
で

記
載

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

当
該

表
紙

に
重

要
経

済
安

保
情

報
表

示
が

　
あ

る
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
３

　
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

を
重

要
経

済
安

保
情

報
表

示
を

含
め

て
複

製
す

る
こ

と
に

よ
り

作
成

し
た

　
と

き
は

、
重

要
経

済
安

保
情

報
表

示
を

す
る

こ
と

を
要

し
な

い
。

前
項

の
規

定
に

よ
る

記
載

を
含

め
て

複
　

製
す

る
こ

と
に

よ
り

作
成

し
た

と
き

も
、

同
様

と
す

る
。

４
　

第
１

項
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
重

要
経

済
安

保
情

報
表

示
を

す
る

場
合

に
お

い
て

、
重

要
経

済
安

保
　

情
報

文
書

等
に

記
録

さ
れ

て
い

る
重

要
経

済
安

保
情

報
が

外
国

の
政

府
又

は
国

際
機

関
（

以
下

「
外

国
の

　
政

府
等

」
と

い
う

。
）

と
の

間
の

情
報

の
保

護
に

関
す

る
国

際
約

束
（

以
下

単
に

「
情

報
の

保
護

に
関

す
　

る
国

際
約

束
」

と
い

う
。

）
に

基
づ

き
提

供
さ

れ
た

情
報

で
あ

る
と

き
は

、
重

要
経

済
安

保
情

報
表

示
に

　
加

え
、

同
項

各
号

に
定

め
る

方
法

と
同

様
の

方
法

で
当

該
外

国
の

政
府

等
を

示
す

表
示

を
す

る
も

の
と

す
　

る
。

た
だ

し
、

重
要

経
済

安
保

情
報

で
あ

る
情

報
の

性
質

上
当

該
表

示
を

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

場
合

　
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
５

　
前

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

に
外

国
の

政
府

等
を

示
す

表
示

が
既

　
に

さ
れ

て
い

る
と

き
は

、
前

項
本

文
の

規
定

に
よ

る
表

示
を

す
る

こ
と

を
要

し
な

い
。

６
　

第
１

項
第

１
号

又
は

第
３

号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
行

う
重

要
経

済
安

保
情

報
表

示
の

寸
法

は
、

縦
　

12ミ
リ

メ
ー

ト
ル

、
横

42ミ
リ

メ
ー

ト
ル

を
標

準
と

す
る

。
た

だ
し

、
他

の
寸

法
と

す
る

こ
と

に
合

理
的

　
な

理
由

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
　

（
重

要
経

済
安

保
情

報
表

示
の

抹
消

）
第
６
条

　
令

第
12条

第
１

項
第

２
号

イ
及

び
第

４
号

イ
の

重
要

経
済

安
保

情
報

表
示

の
抹

消
は

、
保

全
責

任
　

者
が

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
旧

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
（

令
第

７
条

第
１

項
第

１
号

の
旧

重
要

経
済

　
安

保
情

報
文

書
等

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定
め

る
方

法
に

よ
り

す
る

も
　

の
と

す
る

。
　

⑴
　

重
要

経
済

安
保

情
報

で
あ

っ
た

情
報

を
記

録
す

る
文

書
又

は
図

画
　

重
要

経
済

安
保

情
報

表
示

に
、

　
　

赤
色

の
二

重
線

を
付

す
る

こ
と

そ
の

他
こ

れ
に

準
ず

る
確

実
な

方
法

　
⑵

　
重

要
経

済
安

保
情

報
で

あ
っ

た
情

報
を

記
録

す
る

電
磁

的
記

録
　

当
該

電
磁

的
記

録
の

う
ち

当
該

情
　

　
報

を
記

録
す

る
部

分
を

電
子

計
算

機
の

映
像

面
上

に
お

い
て

視
覚

に
よ

り
認

識
す

る
こ

と
が

で
き

る
状

　
　

態
に

し
た

と
き

に
、

重
要

経
済

安
保

情
報

表
示

の
「

重
要

経
済

安
保

情
報

」
の

文
字

及
び

枠
を

認
識

す
　

　
る

こ
と

が
で

き
な

い
よ

う
に

す
る

方
法

　
⑶

　
重

要
経

済
安

保
情

報
で

あ
っ

た
情

報
を

記
録

し
、

又
は

化
体

す
る

物
件

　
刻

印
に

よ
っ

て
重

要
経

済
　

　
安

保
情

報
表

示
を

し
て

い
る

と
き

は
当

該
表

示
に

二
重

線
を

刻
印

す
る

こ
と

、
ラ

ベ
ル

に
よ

っ
て

重
要

　
　

経
済

安
保

情
報

表
示

を
し

て
い

る
と

き
は

当
該

表
示

に
赤

色
の

二
重

線
を

付
す

る
こ

と
そ

の
他

こ
れ

ら
　

　
に

準
ず

る
確

実
な

方
法

２
　

前
項

第
１

号
に

掲
げ

る
文

書
又

は
図

画
が

前
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
記

載
を

し
た

も
の

で
あ

り
、

引
　

き
続

き
当

該
記

載
を

す
る

こ
と

を
要

し
な

く
な

っ
た

と
き

は
、

同
号

の
規

定
の

例
に

よ
り

、
当

該
記

載
を

　
抹

消
す

る
も

の
と

す
る

。
　

（
指

定
の

有
効

期
間

の
満

了
に

伴
う

措
置

）
第
７
条

　
令

第
12条

第
１

項
第

２
号

イ
の

指
定

有
効

期
間

満
了

表
示

は
、

保
全

責
任

者
が

、
次

の
各

号
に

掲

（
公
安
委
規
程
）
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三

　
げ

る
旧

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
の

区
分

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

す
る

も
の

と
　

す
る

。
　

⑴
　

重
要

経
済

安
保

情
報

で
あ

っ
た

情
報

を
記

録
す

る
文

書
又

は
図

画
　

抹
消

し
た

重
要

経
済

安
保

情
報

　
　

表
示

の
傍

ら
の

見
や

す
い

箇
所

に
、

印
刷

、
押

印
そ

の
他

こ
れ

ら
に

準
ず

る
確

実
な

方
法

に
よ

り
「

重
　

　
要

経
済

安
保

情
報

指
定

有
効

期
間

満
了

」
の

文
字

及
び

枠
を

赤
色

で
付

す
る

こ
と

。
　

⑵
　

重
要

経
済

安
保

情
報

で
あ

っ
た

情
報

を
記

録
す

る
電

磁
的

記
録

　
当

該
電

磁
的

記
録

の
う

ち
当

該
情

　
　

報
を

記
録

す
る

部
分

を
電

子
計

算
機

の
映

像
面

上
に

お
い

て
視

覚
に

よ
り

認
識

す
る

こ
と

が
で

き
る

状
　

　
態

に
し

た
と

き
に

、
「

重
要

経
済

安
保

情
報

指
定

有
効

期
間

満
了

」
の

文
字

及
び

枠
を

赤
色

で
共

に
認

　
　

識
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

。
　

　
　

⑶
　

重
要

経
済

安
保

情
報

で
あ

っ
た

情
報

を
記

録
し

、
又

は
化

体
す

る
物

件
　

抹
消

し
た

重
要

経
済

安
保

　
　

情
報

表
示

の
傍

ら
の

見
や

す
い

箇
所

（
見

や
す

い
箇

所
が

な
い

と
き

は
、

そ
の

保
管

に
用

い
る

容
器

又
　

　
は

包
装

の
外

部
）

に
、

刻
印

、
ラ

ベ
ル

の
貼

付
け

そ
の

他
こ

れ
ら

に
準

ず
る

確
実

な
方

法
に

よ
り

「
重

　
　

要
経

済
安

保
情

報
指

定
有

効
期

間
満

了
」

の
文

字
及

び
枠

を
赤

色
で

付
す

る
こ

と
。

２
　

前
項

第
１

号
又

は
第

３
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

行
う

指
定

有
効

期
間

満
了

表
示

の
寸

法
は

、
縦

18
　

ミ
リ

メ
ー

ト
ル

、
横

42ミ
リ

メ
ー

ト
ル

を
標

準
と

す
る

。
た

だ
し

、
他

の
寸

法
と

す
る

こ
と

に
合

理
的

な
　

理
由

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
　

（
指

定
の

解
除

に
伴

う
措

置
）

第
８
条

　
前

条
の

規
定

は
、

令
第

12条
第

１
項

第
４

号
イ

の
指

定
解

除
表

示
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

こ
の

場
　

合
に

お
い

て
、

前
条

第
１

項
中

「
重

要
経

済
安

保
情

報
指

定
有

効
期

間
満

了
」

と
あ

る
の

は
、

「
重

要
経

　
済

安
保

情
報

指
定

解
除

」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。
　

　
　
第
３
章

　
重

要
経

済
安

保
情

報
の

取
扱

い
の

業
務

　
　

　
　
第
１
節

　
重

要
経

済
安

保
情

報
の

保
護

の
た

め
の

環
境

整
備

　
（

立
入

制
限

）
第
９
条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

は
、

重
要

経
済

安
保

情
報

が
取

り
扱

わ
れ

る
場

所
に

つ
い

て
、

重
要

　
経

済
安

保
情

報
を

適
切

に
保

護
す

る
た

め
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
そ

の
場

所
へ

の
立

入
り

を
　

禁
止

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
の

許
可

を
受

け
た

者
に

つ
い

て
は

、
こ

　
の

限
り

で
な

い
。

２
　

前
項

の
規

定
に

よ
り

立
入

り
を

禁
止

し
た

と
き

は
、

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
は

、
そ

の
場

所
に

立
　

ち
入

っ
て

は
な

ら
な

い
旨

の
掲

示
を

行
う

と
と

も
に

、
立

入
り

を
防

止
す

る
た

め
に

必
要

な
措

置
を

講
ず

　
る

も
の

と
す

る
。

　
（

機
器

持
込

制
限

）
第
10条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

は
、

次
に

掲
げ

る
場

所
そ

の
他

必
要

と
認

め
る

場
所

に
つ

い
て

、
携

　
帯

型
情

報
通

信
・

記
録

機
器

（
携

帯
電

話
、

携
帯

情
報

端
末

、
映

像
走

査
機

、
写

真
機

、
録

音
機

、
ビ

デ
　

オ
カ

メ
ラ

そ
の

他
の

通
話

、
情

報
通

信
、

録
音

、
録

画
等

の
機

能
を

有
す

る
機

器
を

い
う

。
次

項
に

お
い

　
て

同
じ

。
）

の
持

込
み

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
機

器
持

込
み

」
と

い
う

。
）

を
禁

止
す

る
も

の
と

す
　

る
。

　
⑴

　
前

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

立
入

り
が

禁
止

さ
れ

た
場

所
　

⑵
　

日
常

的
に

重
要

経
済

安
保

情
報

を
取

り
扱

う
執

務
室

（
障

壁
等

に
よ

り
物

理
的

に
隔

離
し

た
区

画
に

　
　

お
い

て
の

み
重

要
経

済
安

保
情

報
を

取
り

扱
う

場
合

は
、

当
該

区
画

に
限

る
。

）
　

⑶
　

重
要

経
済

安
保

情
報

を
取

り
扱

う
会

議
を

開
催

す
る

会
議

室
（

当
該

会
議

の
開

催
中

に
限

る
。

）
　

⑷
　

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
を

保
管

す
る

保
管

施
設

２
　

職
員

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
り

機
器

持
込

み
が

禁
止

さ
れ

た
場

所
に

機
器

持
込

み
を

し
て

は
な

ら
な

　
い

。
た

だ
し

、
保

全
責

任
者

の
許

可
を

受
け

た
者

が
保

全
責

任
者

の
許

可
を

受
け

た
携

帯
型

情
報

通
信

・
　

記
録

機
器

を
持

ち
込

む
場

合
に

つ
い

て
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
３

　
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

機
器

持
込

み
を

禁
止

し
た

と
き

は
、

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
は

、
そ

の
場

　
所

に
機

器
持

込
み

を
し

て
は

な
ら

な
い

旨
の

掲
示

を
行

う
と

と
も

に
、

機
器

持
込

み
を

防
ぐ

た
め

に
必

要
　

な
措

置
を

講
ず

る
も

の
と

す
る

。
　

（
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

の
保

管
容

器
等

）
第
11条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

（
電

磁
的

記
録

を
除

く
。

）
は

、
三

段
式

文
字

盤
鍵

を
備

え
た

金
庫

　
又

は
鋼

鉄
製

の
箱

そ
の

他
の

施
錠

可
能

で
十

分
な

強
度

を
有

す
る

保
管

庫
に

保
管

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

　
い

。
２

　
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

（
文

書
又

は
図

画
に

限
る

。
）

が
他

の
文

書
（

特
定

秘
密

文
書

等
（

特
定

　
秘

密
の

保
護

に
関

す
る

法
律

施
行

令
（

平
成

26年
政

令
第

336号
）

第
４

条
の

特
定

秘
密

文
書

等
を

い
　

う
。

）
を

除
く

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

と
同

一
の

簿
冊

に
編

集
さ

れ
て

い
る

と
き

は
、

当
該

　
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

を
他

の
文

書
と

は
別

の
簿

冊
に

編
集

し
た

上
で

、
前

項
の

規
定

に
よ

り
保

管
　

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
　

重
要

経
済

安
保

情
報

で
あ

る
情

報
を

記
録

す
る

電
磁

的
記

録
を

記
録

す
る

電
子

計
算

機
及

び
可

搬
記

憶
　

媒
体

（
電

子
計

算
機

又
は

そ
の

周
辺

機
器

に
挿

入
し

、
又

は
接

続
し

て
情

報
を

保
存

す
る

こ
と

が
で

き
る

　
媒

体
又

は
機

器
（

第
14条

第
１

項
に

お
い

て
「

記
憶

媒
体

」
と

い
う

。
）

の
う

ち
、

可
搬

型
の

も
の

を
い

　
う

。
第

13条
第

２
項

及
び

第
４

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
に

は
、

そ
の

盗
難

、
紛

失
等

を
防

止
す

る
た

め
、

　
電

子
計

算
機

の
端

末
を

ワ
イ

ヤ
で

固
定

す
る

こ
と

そ
の

他
の

必
要

な
物

理
的

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
　

な
い

。
４

　
前

３
項

の
規

定
に

よ
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
に

お
け

る
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

の
保

管
は

、
重

　
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
行

う
も

の
と

す
る

。

（
公
安
委
規
程
）
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四

　
（

重
要

経
済

安
保

情
報

の
保

護
の

た
め

の
施

設
設

備
）

第
12条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

は
、

前
条

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
を

　
保

護
す

る
た

め
の

施
設

設
備

に
つ

い
て

、
間

仕
切

り
の

設
置

、
裁

断
機

の
設

置
そ

の
他

の
重

要
経

済
安

保
　

情
報

を
適

切
に

保
護

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

　
（

重
要

経
済

安
保

情
報

を
取

り
扱

う
た

め
に

使
用

す
る

電
子

計
算

機
の

使
用

の
制

限
等

）
第
13条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
で

あ
る

情
報

を
記

録
す

る
電

磁
的

記
録

は
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
に

接
続

し
て

　
い

な
い

電
子

計
算

機
で

あ
っ

て
、

か
つ

、
重

要
経

済
安

保
情

報
の

取
扱

い
の

業
務

を
行

う
職

員
以

外
の

者
　

が
当

該
電

磁
的

記
録

に
ア

ク
セ

ス
す

る
こ

と
を

防
止

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

が
講

じ
ら

れ
た

も
の

と
し

　
て

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
が

認
め

た
も

の
に

よ
り

取
り

扱
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
２

　
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

は
、

重
要

経
済

安
保

情
報

で
あ

る
情

報
を

記
録

す
る

電
磁

的
記

録
を

前
項

　
の

電
子

計
算

機
に

よ
り

取
り

扱
う

場
合

に
お

い
て

、
当

該
電

磁
的

記
録

を
可

搬
記

憶
媒

体
に

記
録

し
た

と
　

き
又

は
印

刷
し

た
と

き
は

、
可

搬
記

憶
媒

体
に

記
録

し
た

こ
と

又
は

印
刷

し
た

こ
と

の
記

録
を

保
存

す
る

　
も

の
と

す
る

。
３

　
前

２
項

に
規

定
す

る
も

の
の

ほ
か

、
重

要
経

済
安

保
情

報
の

取
扱

い
の

業
務

を
行

う
職

員
は

、
重

要
経

　
済

安
保

情
報

で
あ

る
情

報
を

記
録

す
る

電
磁

的
記

録
を

取
り

扱
う

と
き

に
は

、
大

分
県

警
察

に
お

け
る

情
　

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
に

関
す

る
規

程
（

平
成

16年
大

分
県

警
察

本
部

訓
令

甲
第

20号
）

等
に

定
め

る
情

報
の

　
取

扱
い

に
関

す
る

遵
守

事
項

に
即

し
た

適
切

な
対

応
を

と
る

も
の

と
す

る
。

４
　

重
要

経
済

安
保

情
報

の
取

扱
い

の
業

務
を

行
う

職
員

は
、

重
要

経
済

安
保

情
報

で
あ

る
情

報
を

記
録

す
　

る
電

磁
的

記
録

を
電

子
計

算
機

又
は

可
搬

記
憶

媒
体

に
記

録
す

る
と

き
は

、
暗

証
番

号
の

設
定

、
暗

号
化

　
そ

の
他

の
保

護
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
　

（
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

管
理

簿
）

第
14条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

は
、

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
の

作
成

（
翻

訳
、

複
製

並
び

に
電

　
磁

的
記

録
の

記
憶

媒
体

へ
の

記
録

及
び

印
刷

を
含

む
。

以
下

こ
の

条
及

び
次

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
、

交
　

付
そ

の
他

の
取

扱
い

の
状

況
を

管
理

す
る

た
め

に
、

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
管

理
簿

（
第

１
号

様
　

式
）

を
作

成
し

、
保

全
責

任
者

ご
と

に
備

え
付

け
る

も
の

と
す

る
。

２
　

保
全

責
任

者
は

、
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

に
つ

い
て

、
指

定
（

法
第

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
　

指
定

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
整

理
番

号
、

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
の

件
名

、
登

録
番

号
（

重
要

　
経

済
安

保
情

報
文

書
等

ご
と

に
付

す
る

一
連

番
号

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

、
作

成
又

は
受

領
の

年
月

日
　

及
び

交
付

先
そ

の
他

の
事

項
を

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
管

理
簿

に
記

載
し

、
又

は
記

録
す

る
も

の
と

　
す

る
。

３
　

情
報

の
保

護
上

、
特

段
の

必
要

が
あ

る
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

に
係

る
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
　

等
管

理
簿

は
、

他
の

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
に

係
る

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
管

理
簿

と
分

け
て

　
作

成
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　
第
２
節

　
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

の
作

成
等

　
（

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
の

作
成

）
第
15条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

を
作

成
す

る
と

き
は

、
作

成
す

る
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

の
数

　
を

当
該

作
成

の
目

的
に

照
ら

し
て

必
要

最
小

限
に

と
ど

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
（

登
録

番
号

の
表

示
）

第
16条

　
保

全
責

任
者

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
の

区
分

に
応

じ
、

当
該

各
号

　
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

登
録

番
号

の
表

示
を

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

当
該

重
要

経
済

安
保

情
　

報
文

書
等

の
性

質
上

登
録

番
号

の
表

示
が

困
難

で
あ

る
と

き
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
　

⑴
　

重
要

経
済

安
保

情
報

で
あ

る
情

報
を

記
録

す
る

文
書

又
は

図
画

　
重

要
経

済
安

保
情

報
表

示
（

第
５

　
　

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

記
載

を
し

て
い

る
場

合
は

、
当

該
記

載
）

の
傍

ら
の

見
や

す
い

箇
所

に
、

印
　

　
刷

、
押

印
そ

の
他

こ
れ

ら
に

準
ず

る
確

実
な

方
法

に
よ

り
登

録
番

号
を

赤
色

で
付

す
る

こ
と

。
　

⑵
　

重
要

経
済

安
保

情
報

で
あ

る
情

報
を

記
録

す
る

電
磁

的
記

録
　

当
該

電
磁

的
記

録
を

電
子

計
算

機
の

　
　

映
像

面
上

に
お

い
て

視
覚

に
よ

り
認

識
す

る
こ

と
が

で
き

る
状

態
に

し
た

と
き

に
、

重
要

経
済

安
保

情
　

　
報

表
示

と
共

に
登

録
番

号
を

赤
色

で
認

識
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

。
　

　
　

　
第
３
節

　
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

の
交

付
、

伝
達

、
運

搬
等

　
（

交
付

及
び

伝
達

の
承

認
等

）
第
17条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

を
交

付
し

、
又

は
重

要
経

済
安

保
情

報
を

伝
達

す
る

と
き

は
、

重
要

　
経

済
安

保
情

報
管

理
者

の
承

認
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
　

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
を

貸
与

す
る

と
き

は
、

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
の

指
示

を
受

け
、

当
　

該
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

の
返

却
の

期
限

を
明

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
　

（
運

搬
の

方
法

）
第
18条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

（
電

磁
的

記
録

を
除

く
。

）
の

運
搬

は
、

当
該

重
要

経
済

安
保

情
報

　
文

書
等

に
記

録
し

、
又

は
化

体
さ

れ
た

重
要

経
済

安
保

情
報

の
取

扱
い

の
業

務
を

行
う

職
員

の
中

か
ら

保
　

全
責

任
者

が
指

名
す

る
職

員
が

携
行

す
る

こ
と

に
よ

り
行

う
も

の
と

す
る

。
２

　
前

項
の

規
定

に
よ

る
こ

と
が

で
き

な
い

と
き

又
は

不
適

当
で

あ
る

と
き

の
運

搬
は

、
重

要
経

済
安

保
情

　
報

管
理

者
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
行

う
も

の
と

す
る

。
　

（
交

付
の

方
法

）
第
19条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

を
交

付
す

る
と

き
は

、
受

領
書

（
第

２
号

様
式

）
又

は
重

要
経

済
安

　
保

情
報

文
書

等
管

理
簿

に
、

当
該

交
付

の
対

象
者

又
は

そ
の

指
名

し
た

職
員

（
法

第
11条

第
１

項
又

は
第

　
２

項
の

規
定

に
よ

り
重

要
経

済
安

保
情

報
の

取
扱

い
の

業
務

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
こ

と
と

さ
れ

る
者

に
　

限
る

。
第

23条
、

第
27条

及
び

第
29条

第
３

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
か

ら
記

名
を

得
る

な
ど

交
付

の
記

録

（
公
安
委
規
程
）



令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

大
分
県
報

五

　
を

残
す

も
の

と
す

る
。

２
　

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
の

交
付

は
、

郵
送

に
よ

り
行

っ
て

は
な

ら
な

い
。

　
（

文
書

及
び

図
画

の
封

か
ん

等
）

第
20条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
で

あ
る

情
報

を
記

録
す

る
文

書
又

は
図

画
を

運
搬

し
、

又
は

交
付

す
る

と
き

　
は

、
当

該
文

書
又

は
図

画
を

外
部

か
ら

見
る

こ
と

が
で

き
な

い
よ

う
に

封
筒

又
は

包
装

を
二

重
に

し
て

封
　

か
ん

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

重
要

経
済

安
保

情
報

の
取

扱
い

の
業

務
を

行
う

職
員

が
携

行
す

　
る

場
合

で
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

が
重

要
経

済
安

保
情

報
の

保
護

上
支

障
が

な
い

と
認

め
た

と
き

　
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
　

（
物

件
の

包
装

等
）

第
21条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
で

あ
る

情
報

を
記

録
し

、
又

は
化

体
す

る
物

件
を

運
搬

し
、

又
は

交
付

す
る

　
と

き
は

、
窃

取
、

破
壊

、
盗

見
そ

の
他

の
危

険
を

防
止

す
る

た
め

、
当

該
物

件
を

運
搬

容
器

に
収

納
し

、
　

か
つ

、
当

該
運

搬
容

器
に

施
錠

す
る

こ
と

そ
の

他
の

必
要

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
　

（
電

気
通

信
に

よ
る

送
信

）
第
22条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
を

電
気

通
信

に
よ

り
送

信
す

る
と

き
は

、
暗

号
化

そ
の

他
の

重
要

経
済

安
保

　
情

報
を

適
切

に
保

護
す

る
た

め
に

必
要

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
２

　
重

要
経

済
安

保
情

報
の

電
気

通
信

に
よ

る
送

信
は

、
電

子
メ

ー
ル

そ
の

他
の

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
を

通
じ

　
た

方
法

に
よ

り
行

っ
て

は
な

ら
な

い
。

　
（

文
書

等
の

接
受

）
第
23条

　
封

か
ん

さ
れ

て
い

る
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

は
、

名
宛

人
又

は
そ

の
指

名
し

た
職

員
で

な
け

　
れ

ば
開

封
し

て
は

な
ら

な
い

。
　

（
伝

達
の

方
法

）
第
24条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
を

伝
達

す
る

と
き

は
、

そ
の

旨
を

明
ら

か
に

す
る

と
と

も
に

、
当

該
重

要
経

　
済

安
保

情
報

の
内

容
を

筆
記

す
る

こ
と

を
差

し
控

え
る

よ
う

求
め

る
こ

と
そ

の
他

の
重

要
経

済
安

保
情

報
　

の
保

護
に

つ
い

て
注

意
を

促
す

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

２
　

重
要

経
済

安
保

情
報

を
電

話
に

よ
り

伝
達

す
る

と
き

は
、

暗
号

化
し

て
伝

達
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
　

た
だ

し
、

真
に

や
む

を
得

な
い

場
合

で
、

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
の

許
可

を
受

け
た

と
き

は
、

こ
の

　
限

り
で

な
い

。
３

　
前

項
た

だ
し

書
の

場
合

に
お

い
て

は
、

略
号

を
用

い
る

こ
と

そ
の

他
の

重
要

経
済

安
保

情
報

を
適

切
に

　
保

護
す

る
た

め
に

必
要

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
４

　
重

要
経

済
安

保
情

報
を

伝
達

す
る

と
き

は
、

盗
聴

及
び

盗
見

の
防

止
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。
　

　
　

　
第
４
節

　
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

の
保

管
等

　
（

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
の

保
管

）

第
25条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

は
、

保
全

責
任

者
が

保
管

す
る

も
の

と
す

る
。

２
　

保
全

責
任

者
は

、
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

の
適

正
な

管
理

の
た

め
必

要
と

認
め

る
と

き
は

、
重

要
　

経
済

安
保

情
報

文
書

等
保

管
管

理
簿

（
第

３
号

様
式

）
を

作
成

し
、

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
の

件
　

名
、

登
録

番
号

、
保

管
開

始
日

、
保

管
終

了
日

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
記

載
し

、
又

は
記

録
す

る
も

の
と

　
す

る
。

　
（

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
の

取
扱

い
の

記
録

）
第
26条

　
保

全
責

任
者

は
、

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
の

取
扱

い
の

経
過

を
明

確
に

す
る

た
め

、
重

要
経

　
済

安
保

情
報

文
書

等
取

扱
簿

（
第

４
号

様
式

）
を

作
成

し
、

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
を

取
り

扱
っ

た
　

職
員

の
氏

名
、

年
月

日
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

記
載

し
、

又
は

記
録

す
る

も
の

と
す

る
。

　
（

廃
棄

）
第
27条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

の
廃

棄
は

、
保

全
責

任
者

又
は

そ
の

指
名

す
る

職
員

の
立

会
い

の
下

　
に

、
焼

却
、

粉
砕

、
細

断
、

溶
解

、
破

壊
そ

の
他

の
当

該
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

を
復

元
す

る
こ

と
　

が
で

き
な

い
よ

う
に

す
る

た
め

の
方

法
に

よ
り

確
実

に
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
（

緊
急

事
態

に
際

し
て

の
廃

棄
）

第
28条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

の
奪

取
そ

の
他

重
要

経
済

安
保

情
報

の
漏

え
い

の
お

そ
れ

が
あ

る
緊

　
急

の
事

態
に

際
し

、
そ

の
漏

え
い

を
防

止
す

る
た

め
他

に
適

当
な

手
段

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
場

合
に

お
　

け
る

焼
却

、
破

砕
そ

の
他

の
方

法
に

よ
る

当
該

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
の

廃
棄

に
つ

い
て

は
、

前
条

　
の

規
定

は
適

用
し

な
い

。
２

　
前

項
の

廃
棄

を
す

る
と

き
は

、
あ

ら
か

じ
め

警
察

庁
長

官
（

以
下

「
長

官
」

と
い

う
。

）
の

承
認

を
得

　
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

そ
の

手
段

が
な

い
場

合
又

は
そ

の
い

と
ま

が
な

い
場

合
は

、
こ

の
限

り
　

で
な

い
。

３
　

前
項

た
だ

し
書

の
場

合
に

お
い

て
は

、
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

の
廃

棄
後

、
速

や
か

に
そ

の
旨

を
　

長
官

に
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。
４

　
第

１
項

の
廃

棄
を

し
た

と
き

は
、

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
は

、
廃

棄
し

た
重

要
経

済
安

保
情

報
文

　
書

等
の

概
要

、
重

要
経

済
安

保
情

報
の

漏
え

い
を

防
止

す
る

た
め

に
他

に
適

当
な

手
段

が
な

い
と

認
め

た
　

理
由

及
び

廃
棄

に
用

い
た

方
法

を
記

載
し

た
書

面
を

作
成

し
、

長
官

に
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。
　

　
　

　
第
５
節

　
検

査
第
29条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

は
、

重
要

経
済

安
保

情
報

の
保

護
の

状
況

に
つ

い
て

、
検

査
を

毎
年

　
度

２
回

以
上

定
期

的
に

実
施

す
る

も
の

と
す

る
。

２
　

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
は

、
前

項
の

検
査

の
ほ

か
、

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
重

要
経

済
　

安
保

情
報

の
保

護
の

状
況

を
臨

時
に

検
査

す
る

も
の

と
す

る
。

３
　

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
は

、
前

２
項

の
規

定
に

よ
る

検
査

を
そ

の
指

名
す

る
職

員
に

行
わ

せ
る

こ

（
公
安
委
規
程
）
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と

が
で

き
る

。
４

　
第

１
項

及
び

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
検

査
に

お
い

て
は

、
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

管
理

簿
及

び
重

　
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
保

管
管

理
簿

の
記

載
及

び
記

録
と

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
の

保
管

の
状

況
　

の
照

合
の

ほ
か

、
こ

の
規

程
に

規
定

さ
れ

た
措

置
が

確
実

に
講

じ
ら

れ
て

い
る

か
否

か
の

確
認

を
中

心
に

　
行

う
も

の
と

す
る

。
５

　
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

は
、

第
１

項
及

び
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

検
査

の
実

施
状

況
に

つ
い

て
、

　
長

官
の

指
示

に
従

い
、

長
官

に
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。
　

　
　

　
第
６
節

　
紛

失
時

等
の

措
置

第
30条

　
職

員
は

、
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

の
紛

失
、

重
要

経
済

安
保

情
報

の
漏

え
い

そ
の

他
の

事
故

　
が

発
生

し
、

又
は

発
生

し
た

お
そ

れ
が

あ
る

と
認

め
た

と
き

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

職
員

の
区

分
に

応
　

じ
、

直
ち

に
、

当
該

各
号

に
定

め
る

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

　
⑴

　
重

要
経

済
安

保
情

報
の

取
扱

い
の

業
務

を
行

う
職

員
（

次
号

の
規

定
に

よ
る

報
告

を
受

け
た

職
員

を
　

　
含

む
。

）
　

当
該

事
故

の
内

容
に

応
じ

た
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

と
と

も
に

、
講

じ
た

措
置

の
内

容
を

　
　

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
に

報
告

す
る

こ
と

。
　

⑵
　

重
要

経
済

安
保

情
報

の
取

扱
い

の
業

務
を

行
う

職
員

以
外

の
職

員
　

当
該

事
故

の
内

容
を

当
該

重
要

　
　

経
済

安
保

情
報

の
取

扱
い

の
業

務
を

行
う

職
員

に
報

告
す

る
こ

と
。

２
　

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
は

、
前

項
第

１
号

の
規

定
に

よ
る

報
告

を
受

け
た

と
き

は
、

速
や

か
に

長
　

官
に

報
告

す
る

と
と

も
に

、
当

該
事

故
の

調
査

を
行

い
、

か
つ

、
当

該
重

要
経

済
安

保
情

報
を

適
切

に
保

　
護

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

３
　

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
は

、
前

項
の

調
査

を
行

い
、

及
び

措
置

を
講

じ
た

と
き

は
、

速
や

か
に

、
　

当
該

調
査

の
結

果
及

び
当

該
措

置
の

内
容

を
長

官
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

　
　

　
第
４
章

　
指

定
等

が
法

等
に

従
っ

て
い

な
い

と
認

め
た

と
き

の
措

置
第
31条

　
職

員
は

、
指

定
若

し
く

は
そ

の
解

除
又

は
重

要
経

済
安

保
情

報
を

記
録

す
る

簿
冊

（
以

下
「

重
要

　
経

済
安

保
情

報
簿

冊
」

と
い

う
。

）
の

管
理

が
法

、
令

又
は

運
用

基
準

（
以

下
「

法
等

」
と

い
う

。
）

に
　

従
っ

て
行

わ
れ

て
い

な
い

と
き

又
は

そ
の

お
そ

れ
が

あ
る

と
認

め
た

と
き

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

職
員

　
の

区
分

に
応

じ
、

直
ち

に
当

該
各

号
に

定
め

る
措

置
を

講
ず

る
も

の
と

す
る

。
　

⑴
　

重
要

経
済

安
保

情
報

の
取

扱
い

の
業

務
を

行
う

職
員

（
次

号
の

規
定

に
よ

る
報

告
を

受
け

た
職

員
を

　
　

含
む

。
）

　
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

と
と

も
に

、
講

じ
た

措
置

の
内

容
を

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
　

　
に

報
告

す
る

こ
と

。
　

⑵
　

重
要

経
済

安
保

情
報

の
取

扱
い

の
業

務
を

行
う

職
員

以
外

の
職

員
　

指
定

若
し

く
は

そ
の

解
除

又
は

　
　

重
要

経
済

安
保

情
報

簿
冊

の
管

理
が

法
等

に
従

っ
て

行
わ

れ
て

お
ら

ず
、

又
は

そ
の

お
そ

れ
が

あ
る

旨
　

　
を

当
該

重
要

経
済

安
保

情
報

の
取

扱
い

の
業

務
を

行
う

職
員

に
報

告
す

る
こ

と
。

２
　

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
は

、
前

項
第

１
号

の
規

定
に

よ
る

報
告

を
受

け
た

と
き

は
、

速
や

か
に

長
　

官
に

報
告

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
事

実
が

重
要

経
済

安
保

情
報

簿
冊

の
管

理
に

関
す

る
も

の
で

あ
る

と
き

　
は

、
速

や
か

に
必

要
な

調
査

を
行

う
も

の
と

す
る

。
３

　
前

項
の

調
査

を
行

っ
た

と
き

は
、

当
該

調
査

の
結

果
に

応
じ

、
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

と
と

も
に

、
当

　
該

調
査

の
結

果
及

び
当

該
措

置
の

内
容

を
長

官
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

　
　

　
第
５
章

　
雑

則
　

（
指

定
前

の
取

扱
い

）
第
32条

　
指

定
が

予
想

さ
れ

る
情

報
又

は
当

該
情

報
に

係
る

文
書

、
図

画
、

電
磁

的
記

録
若

し
く

は
物

件
に

　
つ

い
て

は
、

法
、

令
、

運
用

基
準

及
び

こ
の

規
程

に
定

め
る

措
置

に
準

じ
た

措
置

を
講

ず
る

よ
う

努
め

る
　

も
の

と
す

る
。

　
（

国
際

約
束

に
基

づ
き

提
供

さ
れ

た
情

報
の

目
的

外
利

用
の

承
認

）
第
33条

　
情

報
の

保
護

に
関

す
る

国
際

約
束

に
基

づ
き

提
供

さ
れ

た
情

報
に

係
る

重
要

経
済

安
保

情
報

を
、

　
提

供
さ

れ
た

目
的

以
外

の
目

的
の

た
め

に
利

用
す

る
と

き
は

、
事

前
に

長
官

の
承

認
を

得
る

も
の

と
す

　
る

。
　

（
国

際
約

束
に

基
づ

き
提

供
さ

れ
た

情
報

で
あ

る
重

要
経

済
安

保
情

報
の

取
扱

い
）

第
34条

　
前

条
ま

で
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
情

報
の

保
護

に
関

す
る

国
際

約
束

に
基

づ
き

提
供

さ
れ

た
情

　
報

で
あ

る
重

要
経

済
安

保
情

報
に

つ
い

て
は

、
当

該
国

際
約

束
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
取

り
扱

う
も

の
　

と
す

る
。

　
（

補
則

）
第
35条

　
こ

の
規

程
の

実
施

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
が

定
め

る
。

　
　

　
附
　
則

　
（

施
行

期
日

）
１

　
こ

の
規

程
は

、
令

和
７

年
５

月
27日

か
ら

施
行

す
る

。
　

（
経

過
措

置
）

２
　

こ
の

規
程

の
施

行
の

日
か

ら
法

附
則

第
２

条
の

政
令

で
定

め
る

日
の

前
日

ま
で

の
間

に
お

い
て

は
、

第
　

３
条

第
４

項
及

び
第

19条
第

１
項

中
「

又
は

第
２

項
」

と
あ

る
の

は
「

若
し

く
は

第
２

項
又

は
法

附
則

第
　

２
条

」
と

す
る

。

（
公
安
委
規
程
）
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第１号様式（第14条、第19条、第29条関係）

重要経済安保情報文書等管理簿
文書等の件名

登録番号
（文書番号・媒体）

文書等の作成又は受領 作成又は
交付元 保存期間

年月日 受領の別

記録された 指定の整理番号 指定年月日 有効期間満了年月日

重要経済安保情報

一連 交付 返却
番号 年月日 交付先 受領者役職・氏名 年月日 返却者役職・氏名

備考

重要経済安保情報文書
等としての管理が不要 管理が不要となった理由 廃棄した場合にはその方法
となった年月日

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
受

領
書

受
領
機
関
名

受
領
者
氏
名

年
　
　
月
　
　
日

上
記
の
□
文
書
□
物
件
を
受
領
し
ま
し
た
（
該
当
す
る
□
に
印
を
付
け
る
。
）
。

第
２
号
様
式
（
第
1
9
条
関
係
）

登
録

番
号

件
　
　
　
名

交
付
機
関
名

交
　
付
　
者



令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

大
分
県
報

八

（
公
安
委
規
程
）

第
３
号
様
式
（
第
2
5
条
、
第
2
9
条
関
係
）

　

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
保

管
管

理
簿

作
成
所
属
：

保
管
部
署

保
管
開
始
日

保
管
終
了
日

備
考

登
録
番
号

文
書
等
の
件
名

重要経済安保情報文書等取扱簿

登録番号 件　　名 所　　属 氏　　名

第４号様式（第26条関係）

重要経済安保情報文書等 重要経済安保情報文書等を取り扱った者
年月日 場　　所 備　　考



令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

大
分
県
報

九

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号

　

次
の
興
行
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健
全

な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ

れ
を
有
害
興
行
に
指
定
し
た
。

　
　

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

指
定
年
月
日
種　

類

題　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名

制
作
社
名

又
は
配
給
社
名

指
定
理
由

令
七
・　
　

　

五
・
一
四
映　

画
ぺ
ろ
り
ん
性
活　

背
徳
ル
ー
ム
シ
ェ
ア

オ
ー
ピ
ー
映
画
　

著
し
く
青
少
年

の
性
的
感
情
を
刺

激
し
、
そ
の
健
全

な
育
成
を
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
。

〃

〃

女
刑
務
所　

私
刑

新
東
宝
映
画

〃

〃

背
徳
天
女　

光
と
闇
の
腰
あ
そ
び

オ
ー
ピ
ー
映
画

〃

〃

お
灸
責
め　

悶
え
る
人
妻

オ
ー
ピ
ー
映
画

〃

〃

禁
断
！　

母
の
あ
え
ぎ

新
東
宝
映
画

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
五
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法
施

行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
令
和
七
年

度
県
営
林
産
物
（
間
伐
材
等
）
処
分
事
業
委
託
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
委
託
し
た
。

　
　

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

受
託
者
の
住
所
及
び
名
称

　
　

大
分
市
花
園
二
丁
目
六
番
四
十
六
号

（
告
示
）

　
　
　

公
益
財
団
法
人
森
林
ネ
ッ
ト
お
お
い
た

　
　
　
　

理
事
長　

大　

友　

進　

一

二　

委
託
期
間

　
　

令
和
七
年
四
月
十
四
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
十
三
日
ま
で

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号

　

大
分
県
が
管
理
す
る
港
湾
施
設
の
概
要
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

な
お
、
関
係
図
面
は
、
大
分
県
土
木
建
築
部
港
湾
課
及
び
大
分
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
一
般
の
閲
覧

に
供
す
る
。

　
　

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

                                         

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

　

一　

大
分
港
の
㈡
概
要
の
大
在
西
地
区
の
表
中

「

を

Ｄ
―
一
―
八
四

臨
港
道
路

七
七
六
メ
ー
ト
ル

」

「

に
、

Ｄ
―
一
―
八
四

臨
港
道
路

七
七
六
メ
ー
ト
ル

」

Ｄ
―
一
―
八
五

臨
港
道
路

二
六
一
メ
ー
ト
ル

「

を

Ｄ
―
五
―
九

橋
り
ょ
う

五
五
メ
ー
ト
ル

」

「

に

Ｄ
―
五
―
九

橋
り
ょ
う

五
五
メ
ー
ト
ル

」

Ｄ
―
五
―
一
〇

橋
り
ょ
う

八
七
メ
ー
ト
ル

改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
七
号

　

大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
調
達
、
売
払
い
及
び
役
務
の
提
供
に
係
る
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
に

対
す
る
指
名
停
止
等
措
置
要
領
（
令
和
二
年
大
分
県
告
示
第
五
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　
　

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日



令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

大
分
県
報

一
〇

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

　

別
表
第
二
第
九
号
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
告
示
の
施
行
前
に
犯
し
た
禁
錮
以
上
の
刑
（
死
刑
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
当
た
る
犯
罪
の
容

　

疑
に
よ
り
公
訴
を
提
起
さ
れ
、
又
は
禁
錮
以
上
の
刑
を
宣
告
さ
れ
た
者
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の

　

大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
調
達
、
売
払
い
及
び
役
務
の
提
供
に
係
る
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
に

　

対
す
る
指
名
停
止
等
措
置
要
領
別
表
第
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
拘
禁
刑
に
当
た
る
犯
罪
の
容
疑

　

に
よ
り
公
訴
を
提
起
さ
れ
、
又
は
拘
禁
刑
を
宣
告
さ
れ
た
者
と
み
な
す
。

○
警
察
本
部
訓
令

（
告
示
・
警
察
本
部
訓
令
）

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
21号

警
　

察
　

本
　

部
　

警
　

察
　

学
　

校
　

警
　

　
察

　
　

署
　

　
大

分
県

警
察

に
お

け
る

重
要

経
済

安
保

情
報

の
保

護
に

関
す

る
規

程
を

次
の

よ
う

に
定

め
る

。
　

　
令

和
７

年
５

月
27日

大
分

県
警

察
本

部
長

　
幡

　
野

　
　

　
徹

　
　
　
　
大
分
県
警
察
に
お
け
る
重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程

目
次

　
第

１
章

　
総

則
（

第
１

条
－

第
５

条
）

　
第

２
章

　
重

要
経

済
安

保
情

報
の

指
定

等
に

伴
う

措
置

（
第

６
条

－
第

12条
）

　
第

３
章

　
重

要
経

済
安

保
情

報
の

取
扱

い
の

業
務

　
　

第
１

節
　

重
要

経
済

安
保

情
報

の
保

護
の

た
め

の
環

境
整

備
（

第
13条

－
第

19条
）

　
　

第
２

節
　

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
の

作
成

等
（

第
20条

・
第

21条
）

　
　

第
３

節
　

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
の

交
付

、
伝

達
、

運
搬

等
（

第
22条

－
第

29条
）

　
　

第
４

節
　

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
の

保
管

等
（

第
30条

－
第

33条
）

　
　

第
５

節
　

検
査

（
第

34条
）

　
　

第
６

節
　

紛
失

時
等

の
措

置
（

第
35条

）

　
第

４
章

　
指

定
等

が
法

等
に

従
っ

て
い

な
い

と
認

め
た

と
き

の
措

置
（

第
36条

）
　

第
５

章
　

公
益

上
の

必
要

に
よ

る
重

要
経

済
安

保
情

報
の

提
供

（
第

37条
・

第
38条

）
　

第
６

章
　

適
性

評
価

（
第

39条
－

第
53条

）
　

第
７

章
　

通
報

窓
口

（
第

54条
）

　
第

８
章

　
雑

則
（

第
55条

－
第

59条
）

　
附

則
　

　
　
第
１
章

　
総

則
　

（
趣

旨
）

第
１
条

　
こ

の
訓

令
は

、
重

要
経

済
安

保
情

報
の

保
護

及
び

活
用

に
関

す
る

法
律

（
令

和
６

年
法

律
第

27
　

号
。

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

第
３

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

指
定

さ
れ

た
重

要
経

済
安

保
情

報
（

以
下

　
単

に
「

重
要

経
済

安
保

情
報

」
と

い
う

。
）

を
適

切
に

保
護

す
る

た
め

に
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

と
　

す
る

。
２

　
大

分
県

警
察

に
お

け
る

重
要

経
済

安
保

情
報

の
保

護
に

関
し

て
は

、
法

、
重

要
経

済
安

保
情

報
の

保
護

　
及

び
活

用
に

関
す

る
法

律
施

行
令

（
令

和
７

年
政

令
第

26号
。

以
下

「
令

」
と

い
う

。
）

、
重

要
経

済
安

　
保

情
報

の
指

定
及

び
そ

の
解

除
、

適
性

評
価

の
実

施
並

び
に

適
合

事
業

者
の

認
定

に
関

し
、

統
一

的
な

運
　

用
を

図
る

た
め

の
基

準
（

令
和

７
年

１
月

31日
閣

議
決

定
。

以
下

「
運

用
基

準
」

と
い

う
。

）
及

び
こ

の
　

訓
令

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
　

（
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

）
第
２
条

　
令

第
12条

第
１

項
各

号
列

記
以

外
の

部
分

の
規

定
に

基
づ

く
令

第
11条

第
１

項
第

１
号

の
措

置
に

　
つ

い
て

、
重

要
経

済
安

保
情

報
の

保
護

に
関

す
る

業
務

を
管

理
す

る
者

（
以

下
「

重
要

経
済

安
保

情
報

管
　

理
者

」
と

い
う

。
）

は
、

警
備

部
長

と
す

る
。

　
（

保
全

責
任

者
等

）
第
３
条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

は
、

重
要

経
済

安
保

情
報

の
保

護
に

関
す

る
業

務
を

補
助

さ
せ

る
者

　
と

し
て

保
全

責
任

者
を

指
名

す
る

も
の

と
す

る
。

２
　

保
全

責
任

者
は

、
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

の
管

理
す

る
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

（
令

第
４

条
　

の
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
保

管
及

び
こ

れ
に

伴
う

事
務

を
行

う
ほ

か
、

　
重

要
経

済
安

保
情

報
を

適
切

に
保

護
す

る
た

め
に

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
も

の
と

す
る

。
３

　
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

は
、

必
要

と
認

め
る

と
き

は
、

保
全

責
任

者
の

補
助

者
を

指
名

す
る

こ
と

　
が

で
き

る
。

４
　

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
は

、
保

全
責

任
者

が
不

在
で

あ
る

こ
と

そ
の

他
の

理
由

に
よ

り
、

そ
の

職
　

務
を

行
う

こ
と

が
で

き
な

い
と

き
は

、
臨

時
に

そ
の

職
務

を
代

行
す

る
職

員
（

以
下

「
臨

時
代

行
職

員
」

　
と

い
う

。
）

を
指

名
す

る
こ

と
が

で
き

る
。



令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

大
分
県
報

一
一

５
　

保
全

責
任

者
及

び
そ

の
補

助
者

並
び

に
臨

時
代

行
職

員
は

、
法

第
11条

第
１

項
又

は
第

２
項

の
規

定
に

　
よ

り
重

要
経

済
安

保
情

報
の

取
扱

い
の

業
務

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
こ

と
と

さ
れ

る
者

で
な

け
れ

ば
な

ら
　

な
い

。
　

（
職

員
の

範
囲

の
制

限
）

第
４
条

　
法

第
11条

第
１

項
又

は
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

重
要

経
済

安
保

情
報

の
取

扱
い

の
業

務
を

行
う

こ
　

と
が

で
き

る
こ

と
と

さ
れ

る
者

の
う

ち
か

ら
の

重
要

経
済

安
保

情
報

の
取

扱
い

の
業

務
を

行
わ

せ
る

職
員

　
の

範
囲

の
決

定
は

、
係

単
位

又
は

官
職

単
位

で
行

う
方

法
そ

の
他

そ
の

取
扱

い
の

業
務

の
実

情
に

応
じ

た
　

方
法

に
よ

り
行

い
、

そ
の

範
囲

は
当

該
重

要
経

済
安

保
情

報
を

知
得

さ
せ

る
必

要
性

を
考

慮
し

て
必

要
最

　
小

限
に

と
ど

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
　

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
は

、
前

項
の

重
要

経
済

安
保

情
報

の
取

扱
い

の
業

務
を

行
わ

せ
る

職
員

の
　

範
囲

を
、

書
面

（
電

磁
的

記
録

（
電

子
的

方
式

、
磁

気
的

方
式

そ
の

他
人

の
知

覚
に

よ
っ

て
は

認
識

す
る

　
こ

と
が

で
き

な
い

方
式

で
作

ら
れ

る
記

録
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
を

含
む

。
第

７
条

第
２

項
、

第
８

条
　

第
２

項
、

第
９

条
第

１
項

後
段

及
び

第
２

項
後

段
、

第
11条

第
３

項
後

段
及

び
第

４
項

後
段

並
び

に
第

12
　

条
第

２
項

後
段

及
び

第
３

項
後

段
を

除
き

、
以

下
同

じ
。

）
に

記
載

し
て

お
く

も
の

と
す

る
。

　
（

保
全

教
育

）
第
５
条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

は
、

職
員

に
対

し
、

重
要

経
済

安
保

情
報

を
適

切
に

保
護

す
る

た
め

　
に

必
要

な
知

識
の

習
得

及
び

意
識

の
高

揚
を

図
る

た
め

の
教

育
を

実
施

す
る

も
の

と
す

る
。

２
　

前
項

の
教

育
は

、
重

要
経

済
安

保
情

報
の

取
扱

い
の

業
務

を
行

う
職

員
が

少
な

く
と

も
年

１
回

受
講

す
　

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

実
施

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

必
要

な
場

合
は

、
当

該
教

育
を

臨
時

に
実

　
施

す
る

も
の

と
す

る
。

３
　

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
は

、
新

た
に

重
要

経
済

安
保

情
報

の
取

扱
い

の
業

務
を

行
う

こ
と

と
さ

れ
　

る
職

員
に

対
し

て
、

そ
の

取
扱

い
の

業
務

を
行

う
前

に
、

第
１

項
の

教
育

を
実

施
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

　
と

す
る

。
　

　
　
第
２
章

　
重

要
経

済
安

保
情

報
の

指
定

等
に

伴
う

措
置

　
（

重
要

経
済

安
保

情
報

の
表

示
の

方
法

）
第
６
条

　
令

第
12条

第
１

項
第

１
号

（
同

条
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
に

規
定

す
る

措
　

置
と

し
て

行
う

法
第

３
条

第
２

項
第

１
号

の
表

示
（

以
下

「
重

要
経

済
安

保
情

報
表

示
」

と
い

う
。

）
　

は
、

保
全

責
任

者
が

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

　
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

す
る

も
の

と
す

る
。

　
⑴

　
重

要
経

済
安

保
情

報
で

あ
る

情
報

を
記

録
す

る
文

書
又

は
図

画
　

そ
の

見
や

す
い

箇
所

に
、

印
刷

、
　

　
押

印
そ

の
他

こ
れ

ら
に

準
ず

る
確

実
な

方
法

に
よ

り
「

重
要

経
済

安
保

情
報

」
の

文
字

及
び

枠
を

赤
色

　
　

（
や

む
を

得
な

い
場

合
に

は
、

赤
色

以
外

の
色

。
以

下
同

じ
。

）
で

付
す

る
こ

と
。

こ
の

場
合

に
お

い

　
　

て
、

当
該

文
書

又
は

図
画

の
う

ち
当

該
情

報
を

記
録

す
る

部
分

を
容

易
に

区
分

す
る

こ
と

が
で

き
る

と
　

　
き

は
、

当
該

部
分

を
明

ら
か

に
し

た
上

で
、

当
該

表
示

は
、

当
該

部
分

に
す

る
こ

と
。

　
⑵

　
重

要
経

済
安

保
情

報
で

あ
る

情
報

を
記

録
す

る
電

磁
的

記
録

　
当

該
電

磁
的

記
録

の
う

ち
当

該
情

報
　

　
を

記
録

す
る

部
分

を
電

子
計

算
機

の
映

像
面

上
に

お
い

て
視

覚
に

よ
り

認
識

す
る

こ
と

が
で

き
る

状
態

　
　

に
し

た
と

き
に

、
「

重
要

経
済

安
保

情
報

」
の

文
字

及
び

枠
を

赤
色

で
共

に
認

識
す

る
こ

と
が

で
き

る
　

　
よ

う
に

す
る

こ
と

。
　

⑶
　

重
要

経
済

安
保

情
報

で
あ

る
情

報
を

記
録

し
、

又
は

化
体

す
る

物
件

　
そ

の
見

や
す

い
箇

所
（

見
や

　
　

す
い

箇
所

が
な

い
と

き
は

、
そ

の
保

管
に

用
い

る
容

器
又

は
包

装
の

外
部

）
に

、
刻

印
、

ラ
ベ

ル
の

貼
　

　
付

け
そ

の
他

こ
れ

ら
に

準
ず

る
確

実
な

方
法

に
よ

り
「

重
要

経
済

安
保

情
報

」
の

文
字

及
び

枠
を

赤
色

　
　

で
付

す
る

こ
と

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

当
該

物
件

の
う

ち
当

該
情

報
を

記
録

し
、

又
は

化
体

す
る

部
　

　
分

を
容

易
に

区
分

す
る

こ
と

が
で

き
る

と
き

は
、

当
該

表
示

は
、

当
該

部
分

に
す

る
こ

と
。

２
　

重
要

経
済

安
保

情
報

表
示

を
重

要
経

済
安

保
情

報
を

記
録

す
る

文
書

又
は

図
画

に
付

す
る

場
合

に
お

い
　

て
、

当
該

文
書

又
は

図
画

が
冊

子
の

一
部

で
あ

る
と

き
は

、
当

該
冊

子
の

表
紙

に
「

重
要

経
済

安
保

情
報

　
文

書
」

の
文

字
を

赤
色

で
記

載
す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
当

該
表

紙
に

重
要

経
済

安
保

情
報

表
示

が
　

あ
る

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

３
　

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
を

重
要

経
済

安
保

情
報

表
示

を
含

め
て

複
製

す
る

こ
と

に
よ

り
作

成
し

た
　

と
き

は
、

重
要

経
済

安
保

情
報

表
示

を
す

る
こ

と
を

要
し

な
い

。
前

項
の

規
定

に
よ

る
記

載
を

含
め

て
複

　
製

す
る

こ
と

に
よ

り
作

成
し

た
と

き
も

、
同

様
と

す
る

。
４

　
第

１
項

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

重
要

経
済

安
保

情
報

表
示

を
す

る
場

合
に

お
い

て
、

重
要

経
済

安
保

　
情

報
文

書
等

に
記

録
さ

れ
て

い
る

重
要

経
済

安
保

情
報

が
外

国
の

政
府

又
は

国
際

機
関

（
以

下
「

外
国

の
　

政
府

等
」

と
い

う
。

）
と

の
間

の
情

報
の

保
護

に
関

す
る

国
際

約
束

（
以

下
単

に
「

情
報

の
保

護
に

関
す

　
る

国
際

約
束

」
と

い
う

。
）

に
基

づ
き

提
供

さ
れ

た
情

報
で

あ
る

と
き

は
、

重
要

経
済

安
保

情
報

表
示

に
　

加
え

、
同

項
各

号
に

定
め

る
方

法
と

同
様

の
方

法
で

当
該

外
国

の
政

府
等

を
示

す
表

示
を

す
る

も
の

と
す

　
る

。
た

だ
し

、
重

要
経

済
安

保
情

報
で

あ
る

情
報

の
性

質
上

当
該

表
示

を
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
場

合
　

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

５
　

前
項

本
文

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

当
該

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
に

外
国

の
政

府
等

を
示

す
表

示
　

が
既

に
さ

れ
て

い
る

と
き

は
、

前
項

本
文

の
規

定
に

よ
る

表
示

を
す

る
こ

と
を

要
し

な
い

。
６

　
第

１
項

第
１

号
又

は
第

３
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

行
う

重
要

経
済

安
保

情
報

表
示

の
寸

法
は

、
縦

　
12ミ

リ
メ

ー
ト

ル
、

横
42ミ

リ
メ

ー
ト

ル
を

標
準

と
す

る
。

た
だ

し
、

他
の

寸
法

と
す

る
こ

と
に

合
理

的
　

な
理

由
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

　
（

通
知

の
方

法
）

第
７
条

　
令

第
12条

第
１

項
第

１
号

（
同

条
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
に

規
定

す
る

措

（
警
察
本
部
訓
令
）



令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

大
分
県
報

一
二

　
置

と
し

て
行

う
法

第
３

条
第

２
項

第
２

号
の

規
定

に
よ

る
通

知
は

、
警

察
本

部
長

が
、

第
１

号
様

式
の

書
　

面
に

よ
り

行
う

も
の

と
す

る
。

２
　

前
項

の
通

知
を

書
面

に
よ

り
行

う
と

き
は

、
当

該
通

知
は

、
当

該
重

要
経

済
安

保
情

報
で

あ
る

情
報

を
　

取
り

扱
う

職
員

に
当

該
書

面
を

供
覧

さ
せ

る
こ

と
に

よ
り

行
う

も
の

と
し

、
作

成
す

る
当

該
書

面
の

数
　

は
、

必
要

最
小

限
に

と
ど

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
（

周
知

の
方

法
）

第
８
条

　
法

第
５

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

通
知

が
あ

っ
た

と
き

は
、

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
は

、
第

　
２

号
様

式
の

書
面

に
よ

り
、

当
該

指
定

（
法

第
３

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

指
定

を
い

う
。

以
下

同
　

じ
。

）
に

係
る

重
要

経
済

安
保

情
報

の
取

扱
い

の
業

務
に

従
事

す
る

職
員

（
前

条
第

１
項

の
通

知
を

受
け

　
た

者
を

除
く

。
）

に
周

知
す

る
も

の
と

す
る

。
２

　
前

項
の

規
定

に
よ

る
周

知
を

書
面

に
よ

り
行

う
と

き
は

、
当

該
周

知
は

、
当

該
指

定
に

係
る

重
要

経
済

　
安

保
情

報
の

取
扱

い
の

業
務

に
従

事
す

る
職

員
に

当
該

書
面

を
供

覧
さ

せ
る

こ
と

に
よ

り
行

う
も

の
と

　
し

、
作

成
す

る
当

該
書

面
の

数
は

、
必

要
最

小
限

に
と

ど
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
　

（
指

定
の

有
効

期
間

の
延

長
に

伴
う

措
置

）
第
９
条

　
令

第
12条

第
１

項
第

３
号

（
同

条
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
よ

る
　

通
知

は
、

警
察

本
部

長
が

、
第

３
号

様
式

の
書

面
に

よ
り

行
う

も
の

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
第

　
７

条
第

２
項

の
規

定
は

、
当

該
通

知
を

書
面

に
よ

り
行

う
場

合
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

２
　

令
第

８
条

第
１

号
の

規
定

に
よ

る
通

知
が

あ
っ

た
と

き
は

、
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

は
、

第
４

号
　

様
式

の
書

面
に

よ
り

、
当

該
指

定
に

係
る

重
要

経
済

安
保

情
報

の
取

扱
い

の
業

務
に

従
事

す
る

職
員

（
前

　
項

の
通

知
を

受
け

た
者

を
除

く
。

）
に

周
知

す
る

も
の

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
第

８
条

第
２

項
　

の
規

定
は

、
当

該
周

知
を

書
面

に
よ

り
行

う
場

合
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

　
（

重
要

経
済

安
保

情
報

表
示

の
抹

消
）

第
10条

　
令

第
12条

第
１

項
第

２
号

イ
及

び
第

４
号

イ
の

重
要

経
済

安
保

情
報

表
示

の
抹

消
は

、
保

全
責

任
　

者
が

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
旧

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
（

令
第

７
条

第
１

項
第

１
号

の
旧

重
要

経
済

　
安

保
情

報
文

書
等

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定
め

る
方

法
に

よ
り

す
る

も
　

の
と

す
る

。
　

⑴
　

重
要

経
済

安
保

情
報

で
あ

っ
た

情
報

を
記

録
す

る
文

書
又

は
図

画
　

重
要

経
済

安
保

情
報

表
示

に
、

　
　

赤
色

の
二

重
線

を
付

す
る

こ
と

そ
の

他
こ

れ
に

準
ず

る
確

実
な

方
法

　
⑵

　
重

要
経

済
安

保
情

報
で

あ
っ

た
情

報
を

記
録

す
る

電
磁

的
記

録
　

当
該

電
磁

的
記

録
の

う
ち

当
該

情
　

　
報

を
記

録
す

る
部

分
を

電
子

計
算

機
の

映
像

面
上

に
お

い
て

視
覚

に
よ

り
認

識
す

る
こ

と
が

で
き

る
状

　
　

態
に

し
た

と
き

に
、

重
要

経
済

安
保

情
報

表
示

の
「

重
要

経
済

安
保

情
報

」
の

文
字

及
び

枠
を

認
識

す
　

　
る

こ
と

が
で

き
な

い
よ

う
に

す
る

方
法

　
⑶

　
重

要
経

済
安

保
情

報
で

あ
っ

た
情

報
を

記
録

し
、

又
は

化
体

す
る

物
件

　
刻

印
に

よ
っ

て
重

要
経

済
　

　
安

保
情

報
表

示
を

し
て

い
る

と
き

は
当

該
表

示
に

二
重

線
を

刻
印

す
る

こ
と

、
ラ

ベ
ル

に
よ

っ
て

重
要

　
　

経
済

安
保

情
報

表
示

を
し

て
い

る
と

き
は

当
該

表
示

に
赤

色
の

二
重

線
を

付
す

る
こ

と
そ

の
他

こ
れ

ら
　

　
に

準
ず

る
確

実
な

方
法

２
　

前
項

第
１

号
に

掲
げ

る
文

書
又

は
図

画
が

第
６

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

記
載

を
し

た
も

の
で

あ
り

、
　

引
き

続
き

当
該

記
載

を
す

る
こ

と
を

要
し

な
く

な
っ

た
と

き
は

、
同

号
の

規
定

の
例

に
よ

り
、

当
該

記
載

　
を

抹
消

す
る

も
の

と
す

る
。

　
（

指
定

の
有

効
期

間
の

満
了

に
伴

う
措

置
）

第
11条

　
令

第
12条

第
１

項
第

２
号

イ
の

指
定

有
効

期
間

満
了

表
示

は
、

保
全

責
任

者
が

、
次

の
各

号
に

掲
　

げ
る

旧
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
す

る
も

の
と

　
す

る
。

　
⑴

　
重

要
経

済
安

保
情

報
で

あ
っ

た
情

報
を

記
録

す
る

文
書

又
は

図
画

　
抹

消
し

た
重

要
経

済
安

保
情

報
　

　
表

示
の

傍
ら

の
見

や
す

い
箇

所
に

、
印

刷
、

押
印

そ
の

他
こ

れ
ら

に
準

ず
る

確
実

な
方

法
に

よ
り

「
重

　
　

要
経

済
安

保
情

報
指

定
有

効
期

間
満

了
」

の
文

字
及

び
枠

を
赤

色
で

付
す

る
こ

と
。

　
⑵

　
重

要
経

済
安

保
情

報
で

あ
っ

た
情

報
を

記
録

す
る

電
磁

的
記

録
　

当
該

電
磁

的
記

録
の

う
ち

当
該

情
　

　
報

を
記

録
す

る
部

分
を

電
子

計
算

機
の

映
像

面
上

に
お

い
て

視
覚

に
よ

り
認

識
す

る
こ

と
が

で
き

る
状

　
　

態
に

し
た

と
き

に
、

「
重

要
経

済
安

保
情

報
指

定
有

効
期

間
満

了
」

の
文

字
及

び
枠

を
赤

色
で

共
に

認
　

　
識

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
。

　
　

　
⑶

　
重

要
経

済
安

保
情

報
で

あ
っ

た
情

報
を

記
録

し
、

又
は

化
体

す
る

物
件

　
抹

消
し

た
重

要
経

済
安

保
　

　
情

報
表

示
の

傍
ら

の
見

や
す

い
箇

所
（

見
や

す
い

箇
所

が
な

い
と

き
は

、
そ

の
保

管
に

用
い

る
容

器
又

　
　

は
包

装
の

外
部

）
に

、
刻

印
、

ラ
ベ

ル
の

貼
付

け
そ

の
他

こ
れ

ら
に

準
ず

る
確

実
な

方
法

に
よ

り
「

重
　

　
要

経
済

安
保

情
報

指
定

有
効

期
間

満
了

」
の

文
字

及
び

枠
を

赤
色

で
付

す
る

こ
と

。
２

　
前

項
第

１
号

又
は

第
３

号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
行

う
指

定
有

効
期

間
満

了
表

示
の

寸
法

は
、

縦
18

　
ミ

リ
メ

ー
ト

ル
、

横
42ミ

リ
メ

ー
ト

ル
を

標
準

と
す

る
。

た
だ

し
、

他
の

寸
法

と
す

る
こ

と
に

合
理

的
な

　
理

由
が

あ
る

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

３
　

令
第

12条
第

１
項

第
２

号
ロ

の
規

定
に

よ
る

通
知

は
、

警
察

本
部

長
が

、
第

５
号

様
式

の
書

面
に

よ
り

　
行

う
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

第
７

条
第

２
項

の
規

定
は

、
当

該
通

知
を

書
面

に
よ

り
行

う
　

場
合

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
４

　
令

第
７

条
第

１
項

第
２

号
の

規
定

に
よ

る
通

知
が

あ
っ

た
と

き
は

、
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

は
、

　
第

６
号

様
式

の
書

面
に

よ
り

、
当

該
指

定
に

係
る

重
要

経
済

安
保

情
報

の
取

扱
い

の
業

務
に

従
事

す
る

職
　

員
（

前
項

の
通

知
を

受
け

た
者

を
除

く
。

）
に

周
知

す
る

も
の

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
第

８
条

　
第

２
項

の
規

定
は

、
当

該
周

知
を

書
面

に
よ

り
行

う
場

合
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

（
警
察
本
部
訓
令
）



令
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日

大
分
県
報

一
三

　
（

指
定

の
解

除
に

伴
う

措
置

）
第
12条

　
前

条
第

１
項

及
び

第
２

項
の

規
定

は
、

令
第

12条
第

１
項

第
４

号
イ

の
指

定
解

除
表

示
に

つ
い

て
　

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

前
条

第
１

項
中

「
重

要
経

済
安

保
情

報
指

定
有

効
期

間
満

了
」

と
あ

　
る

の
は

、
「

重
要

経
済

安
保

情
報

指
定

解
除

」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。
２

　
令

第
12条

第
１

項
第

４
号

ロ
の

規
定

に
よ

る
通

知
は

、
警

察
本

部
長

が
、

第
７

号
様

式
の

書
面

に
よ

り
　

行
う

も
の

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
第

７
条

第
２

項
の

規
定

は
、

当
該

通
知

を
書

面
に

よ
り

行
う

　
場

合
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

３
　

令
第

10条
第

１
項

第
２

号
の

規
定

に
よ

る
通

知
が

あ
っ

た
と

き
は

、
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

は
、

　
第

８
号

様
式

の
書

面
に

よ
り

、
当

該
指

定
に

係
る

重
要

経
済

安
保

情
報

の
取

扱
い

の
業

務
に

従
事

す
る

職
　

員
（

前
項

の
通

知
を

受
け

た
者

を
除

く
。

）
に

周
知

す
る

も
の

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
第

８
条

　
第

２
項

の
規

定
は

、
当

該
周

知
を

書
面

に
よ

り
行

う
場

合
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

　
　

　
第
３
章

　
重

要
経

済
安

保
情

報
の

取
扱

い
の

業
務

　
　

　
　
第
１
節

　
重

要
経

済
安

保
情

報
の

保
護

の
た

め
の

環
境

整
備

　
（

取
扱

場
所

）
第
13条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
の

取
扱

い
（

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
（

電
磁

的
記

録
を

除
く

。
）

の
運

　
搬

を
除

く
。

）
は

、
執

務
室

、
会

議
室

、
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

を
保

管
す

る
保

管
施

設
そ

の
他

重
　

要
経

済
安

保
情

報
を

適
切

に
保

護
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
と

し
て

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
が

認
め

　
た

場
所

に
お

い
て

行
う

も
の

と
す

る
。

　
（

立
入

制
限

）
第
14条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

は
、

重
要

経
済

安
保

情
報

が
取

り
扱

わ
れ

る
場

所
に

つ
い

て
、

重
要

　
経

済
安

保
情

報
を

適
切

に
保

護
す

る
た

め
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
そ

の
場

所
へ

の
立

入
り

を
　

禁
止

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
の

許
可

を
受

け
た

者
に

つ
い

て
は

、
こ

　
の

限
り

で
な

い
。

２
　

前
項

の
規

定
に

よ
り

立
入

り
を

禁
止

し
た

と
き

は
、

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
は

、
そ

の
場

所
に

立
　

ち
入

っ
て

は
な

ら
な

い
旨

の
掲

示
を

行
う

と
と

も
に

、
立

入
り

を
防

止
す

る
た

め
に

必
要

な
措

置
を

講
ず

　
る

も
の

と
す

る
。

　
（

機
器

持
込

制
限

）
第
15条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

は
、

次
に

掲
げ

る
場

所
そ

の
他

必
要

と
認

め
る

場
所

に
つ

い
て

、
携

　
帯

型
情

報
通

信
・

記
録

機
器

（
携

帯
電

話
、

携
帯

情
報

端
末

、
映

像
走

査
機

、
写

真
機

、
録

音
機

、
ビ

デ
　

オ
カ

メ
ラ

そ
の

他
の

通
話

、
情

報
通

信
、

録
音

、
録

画
等

の
機

能
を

有
す

る
機

器
を

い
う

。
次

項
に

お
い

　
て

同
じ

。
）

の
持

込
み

（
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
機

器
持

込
み

」
と

い
う

。
）

を
禁

止
す

る
も

の
と

す
　

る
。

　
⑴

　
前

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

立
入

り
が

禁
止

さ
れ

た
場

所
　

⑵
　

日
常

的
に

重
要

経
済

安
保

情
報

を
取

り
扱

う
執

務
室

（
障

壁
等

に
よ

り
物

理
的

に
隔

離
し

た
区

画
に

　
　

お
い

て
の

み
重

要
経

済
安

保
情

報
を

取
り

扱
う

場
合

は
、

当
該

区
画

に
限

る
。

）
　

⑶
　

重
要

経
済

安
保

情
報

を
取

り
扱

う
会

議
を

開
催

す
る

会
議

室
（

当
該

会
議

の
開

催
中

に
限

る
。

）
　

⑷
　

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
を

保
管

す
る

保
管

施
設

２
　

職
員

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
り

機
器

持
込

み
が

禁
止

さ
れ

た
場

所
に

機
器

持
込

み
を

し
て

は
な

ら
な

　
い

。
た

だ
し

、
保

全
責

任
者

の
許

可
を

受
け

た
者

が
保

全
責

任
者

の
許

可
を

受
け

た
携

帯
型

情
報

通
信

・
　

記
録

機
器

を
持

ち
込

む
場

合
に

つ
い

て
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
３

　
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

機
器

持
込

み
を

禁
止

し
た

と
き

は
、

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
は

、
そ

の
場

　
所

に
機

器
持

込
み

を
し

て
は

な
ら

な
い

旨
の

掲
示

を
行

う
と

と
も

に
、

機
器

持
込

み
を

防
ぐ

た
め

に
必

要
　

な
措

置
を

講
ず

る
も

の
と

す
る

。
　

（
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

の
保

管
容

器
等

）
第
16条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

（
電

磁
的

記
録

を
除

く
。

）
は

、
三

段
式

文
字

盤
鍵

を
備

え
た

金
庫

　
又

は
鋼

鉄
製

の
箱

そ
の

他
の

施
錠

可
能

で
十

分
な

強
度

を
有

す
る

保
管

庫
に

保
管

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

　
い

。
２

　
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

（
文

書
又

は
図

画
に

限
る

。
）

が
他

の
文

書
（

特
定

秘
密

文
書

等
（

特
定

　
秘

密
の

保
護

に
関

す
る

法
律

施
行

令
（

平
成

26年
政

令
第

336号
）

第
４

条
の

特
定

秘
密

文
書

等
を

い
　

う
。

）
を

除
く

。
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

と
同

一
の

簿
冊

に
編

集
さ

れ
て

い
る

と
き

は
、

当
該

　
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

を
他

の
文

書
と

は
別

の
簿

冊
に

編
集

し
た

上
で

、
前

項
の

規
定

に
よ

り
保

管
　

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
　

重
要

経
済

安
保

情
報

で
あ

る
情

報
を

記
録

す
る

電
磁

的
記

録
を

記
録

す
る

電
子

計
算

機
及

び
可

搬
記

憶
　

媒
体

（
電

子
計

算
機

又
は

そ
の

周
辺

機
器

に
挿

入
し

、
又

は
接

続
し

て
情

報
を

保
存

す
る

こ
と

が
で

き
る

　
媒

体
又

は
機

器
（

第
19条

第
１

項
に

お
い

て
「

記
憶

媒
体

」
と

い
う

。
）

の
う

ち
、

可
搬

型
の

も
の

を
い

　
う

。
第

18条
第

２
項

及
び

第
４

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
に

は
、

そ
の

盗
難

、
紛

失
等

を
防

止
す

る
た

め
、

　
電

子
計

算
機

の
端

末
を

ワ
イ

ヤ
で

固
定

す
る

こ
と

そ
の

他
の

必
要

な
物

理
的

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
　

な
い

。
４

　
前

３
項

の
規

定
に

よ
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
に

お
け

る
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

の
保

管
は

、
重

　
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
行

う
も

の
と

す
る

。
　

（
重

要
経

済
安

保
情

報
の

保
護

の
た

め
の

施
設

設
備

）
第
17条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

は
、

前
条

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
を

　
保

護
す

る
た

め
の

施
設

設
備

に
つ

い
て

、
間

仕
切

り
の

設
置

、
裁

断
機

の
設

置
そ

の
他

の
重

要
経

済
安

保
　

情
報

を
適

切
に

保
護

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

（
警
察
本
部
訓
令
）



令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

大
分
県
報

一
四

　
（

重
要

経
済

安
保

情
報

を
取

り
扱

う
た

め
に

使
用

す
る

電
子

計
算

機
の

使
用

の
制

限
等

）
第
18条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
で

あ
る

情
報

を
記

録
す

る
電

磁
的

記
録

は
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
に

接
続

し
て

　
い

な
い

電
子

計
算

機
で

あ
っ

て
、

か
つ

、
重

要
経

済
安

保
情

報
の

取
扱

い
の

業
務

を
行

う
職

員
以

外
の

者
　

が
当

該
電

磁
的

記
録

に
ア

ク
セ

ス
す

る
こ

と
を

防
止

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

が
講

じ
ら

れ
た

も
の

と
し

　
て

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
が

認
め

た
も

の
に

よ
り

取
り

扱
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
２

　
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

は
、

重
要

経
済

安
保

情
報

で
あ

る
情

報
を

記
録

す
る

電
磁

的
記

録
を

前
項

　
の

電
子

計
算

機
に

よ
り

取
り

扱
う

場
合

に
お

い
て

、
当

該
電

磁
的

記
録

を
可

搬
記

憶
媒

体
に

記
録

し
た

と
　

き
又

は
印

刷
し

た
と

き
は

、
可

搬
記

憶
媒

体
に

記
録

し
た

こ
と

又
は

印
刷

し
た

こ
と

の
記

録
を

保
存

す
る

　
も

の
と

す
る

。
３

　
前

２
項

に
規

定
す

る
も

の
の

ほ
か

、
重

要
経

済
安

保
情

報
の

取
扱

い
の

業
務

を
行

う
職

員
は

、
重

要
経

　
済

安
保

情
報

で
あ

る
情

報
を

記
録

す
る

電
磁

的
記

録
を

取
り

扱
う

と
き

は
、

大
分

県
警

察
に

お
け

る
情

報
　

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

に
関

す
る

規
程

（
平

成
16年

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
甲

第
20号

）
等

に
定

め
る

情
報

の
取

　
扱

い
に

関
す

る
遵

守
事

項
に

即
し

た
適

切
な

対
応

を
と

る
も

の
と

す
る

。
４

　
重

要
経

済
安

保
情

報
の

取
扱

い
の

業
務

を
行

う
職

員
は

、
重

要
経

済
安

保
情

報
で

あ
る

情
報

を
記

録
す

　
る

電
磁

的
記

録
を

電
子

計
算

機
又

は
可

搬
記

憶
媒

体
に

記
録

す
る

と
き

は
、

暗
証

番
号

の
設

定
、

暗
号

化
　

そ
の

他
の

保
護

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
（

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
管

理
簿

）
第
19条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

は
、

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
の

作
成

（
翻

訳
、

複
製

並
び

に
電

　
磁

的
記

録
の

記
憶

媒
体

へ
の

記
録

及
び

印
刷

を
含

む
。

次
項

及
び

次
条

に
お

い
て

同
じ

。
）

、
交

付
そ

の
　

他
の

取
扱

い
の

状
況

を
管

理
す

る
た

め
に

、
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

管
理

簿
（

第
９

号
様

式
）

を
作

　
成

し
、

保
全

責
任

者
ご

と
に

備
え

付
け

る
も

の
と

す
る

。
２

　
保

全
責

任
者

は
、

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
に

つ
い

て
、

指
定

の
整

理
番

号
、

重
要

経
済

安
保

情
報

　
文

書
等

の
件

名
、

登
録

番
号

（
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

ご
と

に
付

す
る

一
連

番
号

を
い

う
。

第
21条

　
及

び
第

30条
に

お
い

て
同

じ
。

）
、

作
成

又
は

受
領

の
年

月
日

及
び

交
付

先
そ

の
他

の
事

項
を

重
要

経
済

　
安

保
情

報
文

書
等

管
理

簿
に

記
載

し
、

又
は

記
録

す
る

も
の

と
す

る
。

３
　

情
報

の
保

護
上

、
特

段
の

必
要

が
あ

る
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

に
係

る
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
　

等
管

理
簿

は
、

他
の

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
に

係
る

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
管

理
簿

と
分

け
て

　
作

成
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　
第
２
節

　
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

の
作

成
等

　
（

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
の

作
成

）
第
20条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

を
作

成
す

る
と

き
は

、
作

成
す

る
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

の
数

　
を

当
該

作
成

の
目

的
に

照
ら

し
て

必
要

最
小

限
に

と
ど

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
警
察
本
部
訓
令
）

　
（

登
録

番
号

の
表

示
）

第
21条
　

保
全

責
任

者
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
　

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
登

録
番

号
の

表
示

を
す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
当

該
重

要
経

済
安

保
情

　
報

文
書

等
の

性
質

上
登

録
番

号
の

表
示

が
困

難
で

あ
る

と
き

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

　
⑴

　
重

要
経

済
安

保
情

報
で

あ
る

情
報

を
記

録
す

る
文

書
又

は
図

画
　

重
要

経
済

安
保

情
報

表
示

（
第

６
　

　
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
記

載
を

し
て

い
る

場
合

は
、

当
該

記
載

）
の

傍
ら

の
見

や
す

い
箇

所
に

、
印

　
　

刷
、

押
印

そ
の

他
こ

れ
ら

に
準

ず
る

確
実

な
方

法
に

よ
り

登
録

番
号

を
赤

色
で

付
す

る
こ

と
。

　
⑵

　
重

要
経

済
安

保
情

報
で

あ
る

情
報

を
記

録
す

る
電

磁
的

記
録

　
当

該
電

磁
的

記
録

を
電

子
計

算
機

の
　

　
映

像
面

上
に

お
い

て
視

覚
に

よ
り

認
識

す
る

こ
と

が
で

き
る

状
態

に
し

た
と

き
に

、
重

要
経

済
安

保
情

　
　

報
表

示
と

共
に

登
録

番
号

を
赤

色
で

認
識

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
。

　
　
　
　
第
３
節
　

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
の

交
付

、
伝

達
、

運
搬

等
　

（
交

付
及

び
伝

達
の

承
認

等
）

第
22条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

を
交

付
し

、
又

は
重

要
経

済
安

保
情

報
を

伝
達

す
る

と
き

は
、

重
要

　
経

済
安

保
情

報
管

理
者

の
承

認
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
　

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
を

貸
与

す
る

と
き

は
、

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
の

指
示

を
受

け
、

当
　

該
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

の
返

却
の

期
限

を
明

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
　

（
運

搬
の

方
法

）
第
23条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

（
電

磁
的

記
録

を
除

く
。

）
の

運
搬

は
、

当
該

重
要

経
済

安
保

情
報

　
文

書
等

に
記

録
し

、
又

は
化

体
さ

れ
た

重
要

経
済

安
保

情
報

の
取

扱
い

の
業

務
を

行
う

職
員

の
中

か
ら

保
　

全
責

任
者

が
指

名
す

る
職

員
が

携
行

す
る

こ
と

に
よ

り
行

う
も

の
と

す
る

。
２

　
前

項
の

規
定

に
よ

る
こ

と
が

で
き

な
い

と
き

又
は

不
適

当
で

あ
る

と
き

の
運

搬
は

、
重

要
経

済
安

保
情

　
報

管
理

者
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
行

う
も

の
と

す
る

。
　

（
交

付
の

方
法

）
第
24条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

を
交

付
す

る
と

き
は

、
受

領
書

（
第

10号
様

式
）

又
は

重
要

経
済

安
　

保
情

報
文

書
等

管
理

簿
に

、
当

該
交

付
の

対
象

者
又

は
そ

の
指

名
し

た
職

員
（

法
第

11条
第

１
項

又
は

第
　

２
項

の
規

定
に

よ
り

重
要

経
済

安
保

情
報

の
取

扱
い

の
業

務
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
さ

れ
る

者
に

　
限

る
。

第
28条

、
第

32条
及

び
第

34条
第

３
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

か
ら

記
名

を
得

る
な

ど
交

付
の

記
録

　
を

残
す

も
の

と
す

る
。

２
　

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
の

交
付

は
、

郵
送

に
よ

り
行

っ
て

は
な

ら
な

い
。

　
（

文
書

及
び

図
画

の
封

か
ん

等
）

第
25条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
で

あ
る

情
報

を
記

録
す

る
文

書
又

は
図

画
を

運
搬

し
、

又
は

交
付

す
る

と
き

　
は

、
当

該
文

書
又

は
図

画
を

外
部

か
ら

見
る

こ
と

が
で

き
な

い
よ

う
に

封
筒

又
は

包
装

を
二

重
に

し
て

封
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か

ん
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
重

要
経

済
安

保
情

報
の

取
扱

い
の

業
務

を
行

う
職

員
が

携
行

す
　

る
場

合
で

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
が

重
要

経
済

安
保

情
報

の
保

護
上

支
障

が
な

い
と

認
め

た
と

き
　

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

　
（

物
件

の
包

装
等

）
第
26条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
で

あ
る

情
報

を
記

録
し

、
又

は
化

体
す

る
物

件
を

運
搬

し
、

又
は

交
付

す
る

　
と

き
は

、
窃

取
、

破
壊

、
盗

見
そ

の
他

の
危

険
を

防
止

す
る

た
め

、
当

該
物

件
を

運
搬

容
器

に
収

納
し

、
　

か
つ

、
当

該
運

搬
容

器
に

施
錠

す
る

こ
と

そ
の

他
の

必
要

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
　

（
電

気
通

信
に

よ
る

送
信

）
第
27条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
を

電
気

通
信

に
よ

り
送

信
す

る
と

き
は

、
暗

号
化

そ
の

他
の

重
要

経
済

安
保

　
情

報
を

適
切

に
保

護
す

る
た

め
に

必
要

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
２

　
重

要
経

済
安

保
情

報
の

電
気

通
信

に
よ

る
送

信
は

、
電

子
メ

ー
ル

そ
の

他
の

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
を

通
じ

　
た

方
法

に
よ

り
行

っ
て

は
な

ら
な

い
。

　
（

文
書

等
の

接
受

）
第
28条

　
封

か
ん

さ
れ

て
い

る
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

は
、

名
宛

人
又

は
そ

の
指

名
し

た
職

員
で

な
け

　
れ

ば
開

封
し

て
は

な
ら

な
い

。
　

（
伝

達
の

方
法

）
第
29条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
を

伝
達

す
る

と
き

は
、

そ
の

旨
を

明
ら

か
に

す
る

と
と

も
に

、
当

該
重

要
経

　
済

安
保

情
報

の
内

容
を

筆
記

す
る

こ
と

を
差

し
控

え
る

よ
う

求
め

る
こ

と
そ

の
他

の
重

要
経

済
安

保
情

報
　

の
保

護
に

つ
い

て
注

意
を

促
す

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

２
　

重
要

経
済

安
保

情
報

を
電

話
に

よ
り

伝
達

す
る

と
き

は
、

暗
号

化
し

て
伝

達
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
　

た
だ

し
、

真
に

や
む

を
得

な
い

場
合

で
、

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
の

許
可

を
受

け
た

と
き

は
、

こ
の

　
限

り
で

な
い

。
３

　
前

項
た

だ
し

書
の

場
合

に
お

い
て

は
、

略
号

を
用

い
る

こ
と

そ
の

他
の

重
要

経
済

安
保

情
報

を
適

切
に

　
保

護
す

る
た

め
に

必
要

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
４

　
重

要
経

済
安

保
情

報
を

伝
達

す
る

と
き

は
、

盗
聴

及
び

盗
見

の
防

止
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。
　

　
　

　
第
４
節

　
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

の
保

管
等

　
（

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
の

保
管

）
第
30条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

は
、

保
全

責
任

者
が

保
管

す
る

も
の

と
す

る
。

２
　

保
全

責
任

者
は

、
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

の
適

正
な

管
理

の
た

め
必

要
と

認
め

る
と

き
は

、
重

要
　

経
済

安
保

情
報

文
書

等
保

管
管

理
簿

（
第

11号
様

式
）

を
作

成
し

、
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

の
件

　
名

、
登

録
番

号
、

保
管

開
始

日
、

保
管

終
了

日
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

記
載

し
、

又
は

記
録

す
る

も
の

と
　

す
る

。

　
（

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
の

取
扱

い
の

記
録

）
第
31条

　
保

全
責

任
者

は
、

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
の

取
扱

い
の

経
過

を
明

確
に

す
る

た
め

、
重

要
経

　
済

安
保

情
報

文
書

等
取

扱
簿

（
第

12号
様

式
）

を
作

成
し

、
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

を
取

り
扱

っ
た

　
職

員
の

氏
名

、
年

月
日

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
記

載
し

、
又

は
記

録
す

る
も

の
と

す
る

。
　

（
廃

棄
）

第
32条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

の
廃

棄
は

、
保

全
責

任
者

又
は

そ
の

指
名

す
る

職
員

の
立

会
い

の
下

　
に

、
焼

却
、

粉
砕

、
細

断
、

溶
解

、
破

壊
そ

の
他

の
当

該
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

を
復

元
す

る
こ

と
　

が
で

き
な

い
よ

う
に

す
る

た
め

の
方

法
に

よ
り

確
実

に
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
（

緊
急

事
態

に
際

し
て

の
廃

棄
）

第
33条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

の
奪

取
そ

の
他

重
要

経
済

安
保

情
報

の
漏

え
い

の
お

そ
れ

が
あ

る
緊

　
急

の
事

態
に

際
し

、
そ

の
漏

え
い

を
防

止
す

る
た

め
他

に
適

当
な

手
段

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
場

合
に

お
　

け
る

焼
却

、
破

砕
そ

の
他

の
方

法
に

よ
る

当
該

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
の

廃
棄

に
つ

い
て

は
、

前
条

　
の

規
定

は
適

用
し

な
い

。
２

　
前

項
の

廃
棄

を
す

る
と

き
は

、
あ

ら
か

じ
め

警
察

庁
長

官
（

以
下

「
長

官
」

と
い

う
。

）
の

承
認

を
得

　
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

そ
の

手
段

が
な

い
場

合
又

は
そ

の
い

と
ま

が
な

い
場

合
は

、
こ

の
限

り
　

で
な

い
。

３
　

前
項

た
だ

し
書

の
場

合
に

お
い

て
は

、
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

の
廃

棄
後

、
速

や
か

に
そ

の
旨

を
　

長
官

に
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。
４

　
第

１
項

の
廃

棄
を

し
た

と
き

は
、

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
は

、
廃

棄
し

た
重

要
経

済
安

保
情

報
文

　
書

等
の

概
要

、
重

要
経

済
安

保
情

報
の

漏
え

い
を

防
止

す
る

た
め

に
他

に
適

当
な

手
段

が
な

い
と

認
め

た
　

理
由

及
び

廃
棄

に
用

い
た

方
法

を
記

載
し

た
書

面
を

作
成

し
、

長
官

に
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。
　

　
　

　
第
５
節

　
検

査
第
34条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

は
、

重
要

経
済

安
保

情
報

の
保

護
の

状
況

に
つ

い
て

、
検

査
を

毎
年

　
度

２
回

以
上

定
期

的
に

実
施

す
る

も
の

と
す

る
。

２
　

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
は

、
前

項
の

検
査

の
ほ

か
、

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
重

要
経

済
　

安
保

情
報

の
保

護
の

状
況

を
臨

時
に

検
査

す
る

も
の

と
す

る
。

３
　

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
は

、
前

２
項

の
規

定
に

よ
る

検
査

を
そ

の
指

名
す

る
職

員
に

行
わ

せ
る

こ
　

と
が

で
き

る
。

４
　

第
１

項
及

び
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

検
査

に
お

い
て

は
、

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
管

理
簿

及
び

重
　

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

保
管

管
理

簿
の

記
載

及
び

記
録

と
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

の
保

管
の

状
況

　
の

照
合

の
ほ

か
、

こ
の

訓
令

に
規

定
さ

れ
た

措
置

が
確

実
に

講
じ

ら
れ

て
い

る
か

否
か

の
確

認
を

中
心

に
　

行
う

も
の

と
す

る
。（

警
察
本
部
訓
令
）



令
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大
分
県
報

一
六

５
　

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
は

、
第

１
項

及
び

第
２

項
の

検
査

の
実

施
状

況
に

つ
い

て
、

長
官

の
指

示
　

に
従

い
、

長
官

に
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。
　

　
　

　
第
６
節

　
紛

失
時

等
の

措
置

第
35条

　
職

員
は

、
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

の
紛

失
、

重
要

経
済

安
保

情
報

の
漏

え
い

そ
の

他
の

事
故

　
が

発
生

し
、

又
は

発
生

し
た

お
そ

れ
が

あ
る

と
認

め
た

と
き

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

職
員

の
区

分
に

応
　

じ
、

直
ち

に
、

当
該

各
号

に
定

め
る

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

　
⑴

　
重

要
経

済
安

保
情

報
の

取
扱

い
の

業
務

を
行

う
職

員
（

次
号

の
規

定
に

よ
る

報
告

を
受

け
た

職
員

を
　

　
含

む
。

）
　

当
該

事
故

の
内

容
に

応
じ

た
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

と
と

も
に

、
講

じ
た

措
置

の
内

容
を

　
　

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
に

報
告

す
る

こ
と

。
　

⑵
　

重
要

経
済

安
保

情
報

の
取

扱
い

の
業

務
を

行
う

職
員

以
外

の
職

員
　

当
該

事
故

の
内

容
を

当
該

重
要

　
　

経
済

安
保

情
報

の
取

扱
い

の
業

務
を

行
う

職
員

に
報

告
す

る
こ

と
。

２
　

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
は

、
前

項
第

１
号

の
規

定
に

よ
る

報
告

を
受

け
た

と
き

は
、

速
や

か
に

長
　

官
に

報
告

す
る

と
と

も
に

、
当

該
事

故
の

調
査

を
行

い
、

か
つ

、
当

該
重

要
経

済
安

保
情

報
を

適
切

に
保

　
護

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

３
　

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
は

、
前

項
の

調
査

を
行

い
、

及
び

措
置

を
講

じ
た

と
き

は
、

速
や

か
に

、
　

当
該

調
査

の
結

果
及

び
当

該
措

置
の

内
容

を
長

官
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

　
　

　
第
４
章

　
指

定
等

が
法

等
に

従
っ

て
い

な
い

と
認

め
た

と
き

の
措

置
第
36条

　
職

員
は

、
指

定
若

し
く

は
そ

の
解

除
又

は
重

要
経

済
安

保
情

報
を

記
録

す
る

簿
冊

（
以

下
「

重
要

　
経

済
安

保
情

報
簿

冊
」

と
い

う
。

）
の

管
理

が
法

、
令

又
は

運
用

基
準

（
以

下
「

法
等

」
と

い
う

。
）

に
　

従
っ

て
行

わ
れ

て
い

な
い

と
き

又
は

そ
の

お
そ

れ
が

あ
る

と
認

め
た

と
き

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

職
員

　
の

区
分

に
応

じ
、

直
ち

に
当

該
各

号
に

定
め

る
措

置
を

講
ず

る
も

の
と

す
る

。
　

⑴
　

重
要

経
済

安
保

情
報

の
取

扱
い

の
業

務
を

行
う

職
員

（
次

号
の

規
定

に
よ

る
報

告
を

受
け

た
職

員
を

　
　

含
む

。
）

　
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

と
と

も
に

、
講

じ
た

措
置

の
内

容
を

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
　

　
に

報
告

す
る

こ
と

。
　

⑵
　

重
要

経
済

安
保

情
報

の
取

扱
い

の
業

務
を

行
う

職
員

以
外

の
職

員
　

指
定

若
し

く
は

そ
の

解
除

又
は

　
　

重
要

経
済

安
保

情
報

簿
冊

の
管

理
が

法
等

に
従

っ
て

行
わ

れ
て

お
ら

ず
、

又
は

そ
の

お
そ

れ
が

あ
る

旨
　

　
を

当
該

重
要

経
済

安
保

情
報

の
取

扱
い

の
業

務
を

行
う

職
員

に
報

告
す

る
こ

と
。

２
　

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
は

、
前

項
第

１
号

の
規

定
に

よ
る

報
告

を
受

け
た

と
き

は
、

速
や

か
に

長
　

官
に

報
告

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
事

実
が

重
要

経
済

安
保

情
報

簿
冊

の
管

理
に

関
す

る
も

の
で

あ
る

と
き

　
は

、
速

や
か

に
必

要
な

調
査

を
行

う
も

の
と

す
る

。
３

　
前

項
の

調
査

を
行

っ
た

と
き

は
、

当
該

調
査

の
結

果
に

応
じ

、
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

と
と

も
に

、
当

　
該

調
査

の
結

果
及

び
当

該
措

置
の

内
容

を
長

官
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

　
　

　
第
５
章

　
公

益
上

の
必

要
に

よ
る

重
要

経
済

安
保

情
報

の
提

供
　

（
公

益
上

の
必

要
に

よ
る

重
要

経
済

安
保

情
報

の
提

供
の

手
続

）
第
37条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

は
、

法
第

９
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、

同
条

第
１

項
第

１
号

に
掲

　
げ

る
場

合
に

該
当

し
、

重
要

経
済

安
保

情
報

の
提

供
を

行
う

と
き

（
当

該
重

要
経

済
安

保
情

報
が

同
号

ロ
　

に
掲

げ
る

業
務

に
お

い
て

利
用

す
る

も
の

と
し

て
提

供
を

受
け

た
も

の
で

あ
る

場
合

を
除

く
。

）
は

、
当

　
該

提
供

が
我

が
国

の
安

全
保

障
に

著
し

い
支

障
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
な

い
と

認
め

る
理

由
を

記
載

し
た

書
　

面
を

添
え

て
長

官
に

申
請

す
る

も
の

と
す

る
。

２
　

法
第

９
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
重

要
経

済
安

保
情

報
（

同
条

第
１

項
第

１
号

（
イ

に
係

る
部

分
を

除
　

く
。

）
の

規
定

に
よ

り
提

供
を

受
け

た
重

要
経

済
安

保
情

報
（

同
条

第
２

項
又

は
法

第
10条

第
６

項
の

規
　

定
に

よ
り

法
第

９
条

第
１

項
第

１
号

（
イ

に
係

る
部

分
を

除
く

。
）

に
掲

げ
る

場
合

に
該

当
し

て
提

供
を

　
受

け
た

も
の

を
含

む
。

）
を

除
く

。
）

を
提

供
す

る
場

合
に

お
け

る
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

の
交

付
　

に
つ

い
て

の
第

24条
第

１
項

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

同
項

中
「

職
員

（
法

第
11条

第
１

項
又

は
第

　
２

項
の

規
定

に
よ

り
重

要
経

済
安

保
情

報
の

取
扱

い
の

業
務

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
こ

と
と

さ
れ

る
者

に
　

限
る

。
第

28条
、

第
32条

及
び

第
34条

第
３

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
」

と
あ

る
の

は
、

「
者

」
と

す
る

。
　

（
公

益
上

の
必

要
に

よ
る

重
要

経
済

安
保

情
報

の
提

供
を

受
け

た
者

に
よ

る
保

護
措

置
）

第
38条

　
法

第
９

条
第

１
項

第
１

号
（

イ
に

係
る

部
分

を
除

く
。

）
の

規
定

に
よ

り
重

要
経

済
安

保
情

報
の

　
提

供
を

受
け

た
と

き
（

同
条

第
２

項
及

び
法

第
10条

第
６

項
の

規
定

に
よ

り
法

第
９

条
第

１
項

第
１

号
　

（
イ

に
係

る
部

分
を

除
く

。
）

に
掲

げ
る

場
合

に
該

当
し

て
提

供
を

受
け

た
と

き
を

含
む

。
）

は
、

第
４

　
条

、
第

６
条

、
第

７
条

、
第

９
条

第
１

項
、

第
16条

、
第

18条
、

第
20条

、
第

22条
か

ら
第

29条
ま

で
、

　
第

32条
、

第
34条

第
２

項
か

ら
第

４
項

ま
で

並
び

に
第

35条
第

１
項

及
び

第
２

項
に

規
定

す
る

措
置

を
講

　
ず

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

別
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

ら
　

の
規

定
中

同
表

の
中

欄
に

掲
げ

る
字

句
は

、
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の

右
欄

に
掲

げ
る

字
句

と
す

る
。

２
　

前
項

に
規

定
す

る
重

要
経

済
安

保
情

報
の

提
供

を
受

け
た

と
き

は
、

前
項

に
規

定
す

る
措

置
の

ほ
か

、
　

次
の

各
号

に
掲

げ
る

職
員

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定
め

る
措

置
を

講
ず

る
も

の
と

す
る

。
　

⑴
　

警
察

本
部

長
　

当
該

重
要

経
済

安
保

情
報

の
保

護
に

関
す

る
業

務
を

管
理

す
る

者
を

指
名

す
る

こ
　

　
と

。
　

⑵
　

前
号

の
規

定
に

よ
り

指
名

さ
れ

た
者

　
当

該
重

要
経

済
安

保
情

報
を

利
用

し
、

又
は

知
る

者
に

対
　

　
し

、
重

要
経

済
安

保
情

報
の

保
護

の
重

要
性

を
理

解
さ

せ
る

こ
と

及
び

当
該

提
供

の
目

的
で

あ
る

業
務

　
　

以
外

に
当

該
重

要
経

済
安

保
情

報
が

利
用

さ
れ

な
い

よ
う

に
す

る
こ

と
。

　
　

　
第
６
章

　
適

性
評

価
　

（
適

性
評

価
実

施
責

任
者

）
第
39条

　
適

性
評

価
の

実
施

に
関

す
る

事
務

を
統

括
さ

せ
る

た
め

、
大

分
県

警
察

に
適

性
評

価
実

施
責

任
者

（
警
察
本
部
訓
令
）
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を

置
き

、
警

務
部

長
を

も
っ

て
充

て
る

。
　

（
適

性
評

価
実

施
担

当
者

）
第
40条

　
適

性
評

価
の

実
施

に
必

要
な

事
務

を
行

わ
せ

る
た

め
、

大
分

県
警

察
に

適
性

評
価

実
施

担
当

者
を

　
置

き
、

警
務

部
警

務
課

長
（

以
下

「
警

務
課

長
」

と
い

う
。

）
及

び
適

性
評

価
実

施
責

任
者

が
警

務
部

警
　

務
課

（
以

下
「

警
務

課
」

と
い

う
。

）
の

職
員

（
警

務
課

長
を

除
く

。
）

の
中

か
ら

指
名

す
る

者
を

も
っ

　
て

充
て

る
。

　
（

適
性

評
価

調
査

実
施

責
任

者
）

第
41条

　
適

性
評

価
調

査
（

法
第

15条
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

法
第

12条
第

２
項

に
規

定
す

る
適

性
評

　
価

調
査

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
実

施
に

関
す

る
事

務
を

統
括

さ
せ

る
た

め
、

大
分

県
警

察
に

適
性

評
　

価
調

査
実

施
責

任
者

を
置

き
、

警
務

部
長

を
も

っ
て

充
て

る
。

　
（

適
性

評
価

調
査

実
施

担
当

者
）

第
42条

　
適

性
評

価
調

査
の

実
施

に
必

要
な

事
務

を
行

わ
せ

る
た

め
、

大
分

県
警

察
に

適
性

評
価

調
査

実
施

　
担

当
者

を
置

き
、

警
務

課
長

及
び

適
性

評
価

調
査

実
施

責
任

者
が

警
務

課
の

職
員

（
警

務
課

長
を

除
　

く
。

）
の

中
か

ら
指

名
す

る
者

を
も

っ
て

充
て

る
。

　
（

適
性

評
価

に
関

す
る

事
務

へ
の

関
与

の
制

限
）

第
43条

　
前

４
条

の
規

定
に

よ
り

適
性

評
価

又
は

適
性

評
価

調
査

に
関

す
る

事
務

に
関

与
す

る
こ

と
が

で
き

　
る

者
は

、
自

ら
に

対
す

る
適

性
評

価
又

は
適

性
評

価
調

査
に

関
す

る
事

務
（

法
第

15条
第

２
項

に
お

い
て

　
準

用
す

る
法

第
12条

第
６

項
の

規
定

に
よ

る
質

問
へ

の
回

答
並

び
に

適
性

評
価

又
は

適
性

評
価

調
査

に
必

　
要

と
な

る
資

料
の

提
出

及
び

連
絡

を
除

く
。

）
に

関
与

し
て

は
な

ら
な

い
。

　
（

候
補

者
名

簿
等

）
第
44条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

が
、

適
性

評
価

を
実

施
す

る
た

め
に

適
性

評
価

実
施

責
任

者
に

提
出

　
す

る
名

簿
は

、
候

補
者

名
簿

（
第

13号
様

式
）

と
す

る
。

２
　

適
性

評
価

実
施

責
任

者
が

、
候

補
者

名
簿

に
記

載
さ

れ
、

又
は

記
録

さ
れ

た
者

に
つ

い
て

警
察

本
部

長
　

か
ら

適
性

評
価

を
実

施
す

る
こ

と
の

承
認

を
受

け
た

と
き

に
行

う
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

に
対

す
る

　
通

知
は

、
第

14号
様

式
の

書
面

に
よ

り
行

う
も

の
と

す
る

。
　

（
内

閣
総

理
大

臣
へ

の
適

性
評

価
調

査
を

行
う

こ
と

等
の

求
め

）
第
45条

　
内

閣
府

の
適

性
評

価
調

査
実

施
責

任
者

（
運

用
基

準
第

４
章

第
２

節
１

⑶
の

規
定

に
よ

り
内

閣
総

　
理

大
臣

に
指

名
さ

れ
た

適
性

評
価

調
査

実
施

責
任

者
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
に

対
す

る
適

性
評

価
調

査
　

を
行

う
こ

と
の

求
め

は
、

第
15号

様
式

の
書

面
を

警
察

庁
長

官
官

房
人

事
課

（
次

項
及

び
第

46条
に

お
い

　
て

「
人

事
課

」
と

い
う

。
）

を
経

由
し

て
内

閣
府

の
適

性
評

価
調

査
実

施
責

任
者

に
提

出
す

る
方

法
に

よ
　

り
行

う
も

の
と

す
る

。
２

　
内

閣
府

の
適

性
評

価
調

査
実

施
責

任
者

に
対

す
る

直
近

他
機

関
適

性
評

価
（

法
第

15条
第

２
項

に
お

い

　
て

読
み

替
え

て
準

用
す

る
法

第
12条

第
７

項
に

規
定

す
る

直
近

他
機

関
適

性
評

価
を

い
う

。
）

に
お

い
て

　
行

わ
れ

た
適

性
評

価
調

査
の

結
果

を
通

知
す

る
こ

と
の

求
め

は
、

第
16号

様
式

の
書

面
を

人
事

課
を

経
由

　
し

て
内

閣
府

の
適

性
評

価
調

査
実

施
責

任
者

に
提

出
す

る
方

法
に

よ
り

行
う

も
の

と
す

る
。

　
（

適
性

評
価

の
結

果
等

の
通

知
）

第
46条

　
運

用
基

準
第

４
章

第
２

節
３

⑵
④

又
は

７
⑵

の
規

定
に

よ
る

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
に

対
す

　
る

通
知

は
、

第
17号

様
式

の
書

面
に

よ
り

行
う

も
の

と
す

る
。

２
　

運
用

基
準

第
４

章
第

２
節

３
⑵

④
及

び
⑶

並
び

に
７

⑶
に

規
定

す
る

内
閣

府
の

適
性

評
価

調
査

実
施

責
　

任
者

に
対

す
る

通
知

は
、

第
18号

様
式

の
書

面
を

人
事

課
を

経
由

し
て

提
出

す
る

方
法

に
よ

り
行

う
も

の
　

と
す

る
。

　
（

適
性

が
認

め
ら

れ
た

者
の

名
簿

の
作

成
）

第
47条

　
適

性
評

価
実

施
責

任
者

は
、

適
性

評
価

の
結

果
、

重
要

経
済

安
保

情
報

の
取

扱
い

の
業

務
を

行
っ

　
た

場
合

に
こ

れ
を

漏
ら

す
お

そ
れ

が
な

い
と

認
め

ら
れ

た
職

員
に

つ
い

て
、

適
性

認
定

者
名

簿
（

第
19号

　
様

式
）

を
作

成
す

る
も

の
と

す
る

。
　

（
苦

情
受

理
窓

口
）

第
48条

　
法

第
15条

第
２

項
の

規
定

に
お

い
て

準
用

す
る

法
第

14条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

苦
情

の
申

出
　

（
次

条
及

び
第

50条
に

お
い

て
単

に
「

苦
情

の
申

出
」

と
い

う
。

）
を

受
け

る
窓

口
は

、
警

務
課

と
す

　
る

。
　

（
苦

情
処

理
責

任
者

）
第
49条

　
苦

情
の

申
出

を
受

け
、

こ
れ

を
誠

実
に

処
理

す
る

た
め

、
大

分
県

警
察

に
苦

情
処

理
責

任
者

を
置

　
き

、
警

務
部

長
を

も
っ

て
充

て
る

。
　

（
苦

情
処

理
担

当
者

）
第
50条

　
苦

情
処

理
責

任
者

は
、

苦
情

の
申

出
が

あ
っ

た
と

き
は

、
警

務
課

の
職

員
の

中
か

ら
苦

情
処

理
担

　
当

者
を

指
名

す
る

も
の

と
す

る
。

　
（

相
談

等
を

受
け

る
窓

口
）

第
51条

　
適

性
評

価
の

実
施

に
際

し
て

関
係

す
る

者
か

ら
の

相
談

等
（

以
下

「
相

談
等

」
と

い
う

。
）

を
受

　
け

る
窓

口
は

、
警

務
課

と
す

る
。

　
（

相
談

等
処

理
責

任
者

及
び

相
談

等
処

理
担

当
者

）
第
52条

　
相

談
等

を
受

け
、

こ
れ

を
誠

実
に

処
理

す
る

た
め

、
相

談
等

処
理

責
任

者
を

置
き

、
警

務
部

長
を

　
も

っ
て

充
て

る
。

２
　

相
談

等
処

理
責

任
者

は
、

相
談

等
の

申
出

を
受

け
た

と
き

は
、

警
務

課
の

職
員

の
中

か
ら

相
談

等
処

理
　

担
当

者
を

指
名

す
る

も
の

と
す

る
。

　
（

適
性

評
価

の
実

施
等

へ
の

協
力

）

（
警
察
本
部
訓
令
）
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第
53条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

は
、

適
性

評
価

実
施

責
任

者
に

対
し

、
時

間
的

余
裕

を
も

っ
て

候
補

　
者

名
簿

を
提

出
す

る
こ

と
そ

の
他

適
性

評
価

に
関

す
る

事
務

が
円

滑
に

行
わ

れ
る

た
め

に
必

要
な

協
力

を
　

行
う

も
の

と
す

る
。

　
　

　
第
７
章

　
通

報
窓

口
第
54条

　
指

定
若

し
く

は
そ

の
解

除
又

は
重

要
経

済
安

保
情

報
簿

冊
の

管
理

が
法

等
に

従
っ

て
行

わ
れ

て
い

　
な

い
と

認
め

ら
れ

る
場

合
に

行
う

通
報

を
受

け
付

け
、

及
び

処
理

す
る

窓
口

は
、

警
務

課
と

す
る

。
　

　
　
第
８
章

　
雑

則
　

（
指

定
前

の
取

扱
い

）
第
55条

　
指

定
が

予
想

さ
れ

る
情

報
又

は
当

該
情

報
に

係
る

文
書

、
図

画
、

電
磁

的
記

録
若

し
く

は
物

件
に

　
つ

い
て

は
、

法
、

令
、

運
用

基
準

及
び

こ
の

訓
令

に
定

め
る

措
置

に
準

じ
た

措
置

を
講

ず
る

よ
う

努
め

る
　

も
の

と
す

る
。

　
（

国
際

約
束

に
基

づ
き

提
供

さ
れ

た
情

報
の

目
的

外
利

用
の

承
認

）
第
56条

　
情

報
の

保
護

に
関

す
る

国
際

約
束

に
基

づ
き

提
供

さ
れ

た
情

報
に

係
る

重
要

経
済

安
保

情
報

を
、

　
提

供
さ

れ
た

目
的

以
外

の
目

的
の

た
め

に
利

用
す

る
と

き
は

、
事

前
に

長
官

の
承

認
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
　

な
い

。
　

（
国

際
約

束
に

基
づ

き
提

供
さ

れ
た

情
報

で
あ

る
重

要
経

済
安

保
情

報
の

取
扱

い
）

第
57条

　
前

条
ま

で
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
情

報
の

保
護

に
関

す
る

国
際

約
束

に
基

づ
き

提
供

さ
れ

た
情

　
報

で
あ

る
重

要
経

済
安

保
情

報
に

つ
い

て
は

、
当

該
国

際
約

束
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
取

り
扱

う
も

の
　

と
す

る
。

　
（

補
則

）
第
58条

　
こ

の
訓

令
の

実
施

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

適
性

評
価

の
苦

情
処

理
に

係
る

事
項

に
つ

い
て

は
苦

　
情

処
理

責
任

者
が

、
相

談
等

の
処

理
に

係
る

事
項

に
つ

い
て

は
相

談
等

処
理

責
任

者
が

、
苦

情
処

理
及

び
　

相
談

等
の

処
理

を
除

く
適

性
評

価
調

査
に

係
る

事
項

に
つ

い
て

は
適

性
評

価
調

査
実

施
責

任
者

が
、

適
性

　
評

価
調

査
、

苦
情

処
理

及
び

相
談

等
の

処
理

を
除

く
適

性
評

価
に

係
る

事
項

に
つ

い
て

は
適

性
評

価
実

施
　

責
任

者
が

、
通

報
に

係
る

事
項

に
つ

い
て

は
警

務
部

長
が

、
そ

れ
以

外
の

事
項

に
つ

い
て

は
重

要
経

済
安

　
保

情
報

管
理

者
が

、
そ

れ
ぞ

れ
定

め
る

。
　

（
特

例
）

第
59条

　
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

は
、

そ
の

業
務

の
特

殊
性

に
鑑

み
、

特
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

　
き

は
、

長
官

の
承

認
を

得
て

、
重

要
経

済
安

保
情

報
の

保
護

措
置

を
別

に
定

め
る

こ
と

が
で

き
る

。
　

　
　
附
　
則

　
（

施
行

期
日

）
１

　
こ

の
訓

令
は

、
令

和
７

年
５

月
27日

か
ら

施
行

す
る

。

　
（

経
過

措
置

）
２

　
こ

の
訓

令
の

施
行

の
日

か
ら

法
附

則
第

２
条

の
政

令
で

定
め

る
日

の
前

日
ま

で
の

間
に

お
い

て
は

、
第

　
３

条
第

５
項

、
第

24条
第

１
項

及
び

第
37条

第
２

項
並

び
に

別
表

の
第

24条
第

１
項

の
項

中
「

又
は

第
２

　
項

」
と

あ
る

の
は

「
若

し
く

は
第

２
項

又
は

法
附

則
第

２
条

」
と

す
る

。
３

　
第

４
条

の
規

定
は

、
法

附
則

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
重

要
経

済
安

保
情

報
の

取
扱

い
の

業
務

を
行

わ
せ

　
る

者
の

指
名

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

第
４

条
第

１
項

中
「

範
囲

の
決

定
は

、
係

単
　

位
又

は
官

職
単

位
で

行
う

方
法

そ
の

他
」

と
あ

る
の

は
「

指
名

は
、

」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。
別
表

（
第

38条
関

係
）

第
４

条
第

１
項

法
第

11条
第

１
項

又
は

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
重

要
経

済
安

保
情

報
の

取
扱

い
の

業
務

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
こ

と
と

さ
れ

る
者

の
う

ち
か

ら
の

重
要

経
済

安
保

情
報

の
取

扱
い

の
業

務
を

行
わ

せ
る

職
員

重
要

経
済

安
保

情
報

を
利

用
し

、
又

は
知

る
職

員

そ
の

取
扱

い
の

業
務

当
該

重
要

経
済

安
保

情
報

を
利

用
す

る
業

務

第
４

条
第

２
項

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
第

38条
第

２
項

第
１

号
の

規
定

に
よ

り
指

名
さ

れ
た

者
（

以
下

「
公

益
提

供
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

」
と

い
う

。
）

前
項

の
重

要
経

済
安

保
情

報
の

取
扱

い
の

業
務

を
行

わ
せ

る
職

員
重

要
経

済
安

保
情

報
を

利
用

し
、

又
は

知
る

職
員

第
６

条
第

１
項

令
第

12条
第

１
項

第
１

号
（

同
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

に
規

定
す

る
措

置
と

し
て

行
う

法
第

３
条

第
２

項
第

１
号

の
表

示
（

以
下

「
重

要
経

済
安

保
情

報
表

示
」

と
い

う
。

）

令
第

15条
第

１
号

の
表

示

保
全

責
任

者
公

益
提

供
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

す
る

も
の

と
す

る
す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
当

該
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

が
刑

事

（
警
察
本
部
訓
令
）



令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

大
分
県
報

一
九

事
件

の
捜

査
に

必
要

な
証

拠
で

あ
る

場
合

は
、

当
該

事
件

の
捜

査
に

支
障

の
な

い
範

囲
内

で
行

え
ば

足
り

る

第
６

条
第

２
項

重
要

経
済

安
保

情
報

表
示

令
第

15条
第

１
号

の
表

示

こ
の

限
り

で
な

い
こ

の
限

り
で

な
く

、
ま

た
、

当
該

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
が

刑
事

事
件

の
捜

査
に

必
要

な
証

拠
で

あ
る

場
合

に
は

、
当

該
事

件
の

捜
査

に
支

障
の

な
い

範
囲

内
で

行
え

ば
足

り
る

第
６

条
第

３
項

、
第

４
項

及
び

第
６

項
重

要
経

済
安

保
情

報
表

示
令

第
15条

第
１

号
の

表
示

第
７

条
第

１
項

令
第

12条
第

１
項

第
１

号
（

同
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

に
規

定
す

る
措

置
と

し
て

行
う

法
第

３
条

第
２

項
第

２
号

の
規

定
に

よ
る

通
知

令
第

15条
第

１
号

の
通

知

警
察

本
部

長
公

益
提

供
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

第
１

号
様

式
の

書
面

第
１

号
様

式
に

準
ず

る
書

面

第
９

条
第

１
項

令
第

12条
第

１
項

第
３

号
（

同
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

の
規

定
に

よ
る

通
知

令
第

15条
第

１
号

の
通

知

警
察

本
部

長
公

益
提

供
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

第
３

号
様

式
の

書
面

第
３

号
様

式
に

準
ず

る
書

面

第
16条

第
４

項
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

公
益

提
供

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者

第
18条

第
１

項
重

要
経

済
安

保
情

報
の

取
扱

い
の

業
務

を
行

う
職

員
重

要
経

済
安

保
情

報
を

利
用

し
、

又
は

知
る

職
員

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
公

益
提

供
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理

者

第
18条

第
２

項
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

公
益

提
供

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者

第
18条

第
３

項
及

び
第

４
項

重
要

経
済

安
保

情
報

の
取

扱
い

の
業

務
を

行
う

職
員

重
要

経
済

安
保

情
報

を
利

用
し

、
又

は
知

る
職

員

第
22条

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
公

益
提

供
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

第
23条

第
１

項
重

要
経

済
安

保
情

報
の

取
扱

い
の

業
務

を
行

う
職

員
重

要
経

済
安

保
情

報
を

利
用

し
、

又
は

知
る

職
員

保
全

責
任

者
公

益
提

供
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

第
23条

第
２

項
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

公
益

提
供

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者

第
24条

第
１

項
受

領
書

（
第

10号
様

式
）

又
は

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
管

理
簿

受
領

書

職
員

（
法

第
11条

第
１

項
又

は
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

重
要

経
済

安
保

情
報

の
取

扱
い

の
業

務
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
さ

れ
る

者
に

限
る

。
第

28条
、

第
32条

及
び

第
34条

第
３

項
に

お
い

て
同

じ
。

）

者

第
25条

重
要

経
済

安
保

情
報

の
取

扱
い

の
業

務
を

行
う

職
員

重
要

経
済

安
保

情
報

を
利

用
し

、
又

は
知

る
職

員

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
公

益
提

供
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

第
29条

第
２

項
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

公
益

提
供

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者

第
32条

保
全

責
任

者
公

益
提

供
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

第
34条

第
２

項
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

は
、

前
公

益
提

供
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理

（
警
察
本
部
訓
令
）



令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

大
分
県
報

二
〇

項
の

検
査

の
ほ

か
者

は

臨
時

に
検

査
検

査

第
34条

第
３

項
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

公
益

提
供

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者

前
２

項
の

規
定

に
よ

る
検

査
前

項
の

規
定

に
よ

る
検

査

第
34条

第
４

項
第

１
項

及
び

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
検

査
に

お
い

て
は

、
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

管
理

簿
及

び
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

保
管

管
理

簿
の

記
載

及
び

記
録

と
重

要
経

済
安

保
情

報
文

書
等

の
保

管
の

状
況

の
照

合
の

ほ
か

、
こ

の
訓

令

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
検

査
に

お
い

て
は

、
こ

の
訓

令
（

第
38条

第
１

項
前

段
に

規
定

す
る

規
定

及
び

同
条

第
２

項
の

規
定

に
限

る
。

）

第
35条

第
１

項
重

要
経

済
安

保
情

報
の

取
扱

い
の

業
務

を
行

う
職

員
重

要
経

済
安

保
情

報
を

利
用

し
、

又
は

知
る

職
員

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者
公

益
提

供
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

第
35条

第
２

項
重

要
経

済
安

保
情

報
管

理
者

公
益

提
供

重
要

経
済

安
保

情
報

管
理

者

速
や

か
に

長
官

に
報

告
す

る
と

と
も

に
、

当
該

事
故

の
調

査
を

行
い

当
該

事
故

の
調

査
を

行
い

講
ず

る
も

の
と

す
る

講
じ

、
速

や
か

に
、

当
該

調
査

の
結

果
及

び
当

該
措

置
の

内
容

を
当

該
重

要
経

済
安

保
情

報
の

提
供

を
行

っ
た

行
政

機
関

の
長

、
警

察
本

部
長

又
は

適
合

事
業

者
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る

（
警
察
本
部
訓
令
）

第
１
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

（
宛

先
）

殿
 

 
大

分
県

警
察

本
部

長

重
要
経
済
安

保
情
報
の
指
定
に
つ
い
て
 

重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
及
び
活
用
に

関
す
る
法
律
（
令
和

６
年
法

律
第

2
7
号
）
第
３

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
下

記
の

と
お

り
、

重
要

経
済

安
保

情
報

が
指

定
さ

れ
た

の
で

、

通
知
す
る
。
 

記
 

１
 

指
定
の
整
理
番

号
 

２
 

指
定
が
さ
れ
た

年
月
日
 

３
 

指
定
に
係
る
重

要
経
済
安
保
情
報
の
概
要
 

４
 

当
該

重
要

経
済

安
保

情
報

の
保

護
に

関
す

る
業

務
を

管
理

す
る

重
要

経
済

安
保

情
報

管

理
者
の
職
 

５
 

当
該
重
要
経
済
安
保
情
報
の
取
扱
い
の
業

務
を
行

わ
せ
る
職
員

の
範
囲

 

６
 

指
定
の
有
効
期
間
等
 

(
1
)

指
定
の
有
効
期
間

(
2
)

当
該
有
効
期
間
が
満
了
す
る
年
月
日



令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

大
分
県
報

二
一

（
警
察
本
部
訓
令
）

第
２
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）
 

年
月

日

（
宛

先
）

殿
 

 
警

備
部

長
 

重
要
経
済
安
保
情
報
の
指
定
に
つ
い
て
 

 
重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
法
律
（
令
和
６
年
法
律
第

2
7
号
）
第
３

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
下

記
の

と
お

り
、

重
要

経
済

安
保

情
報

が
指

定
さ

れ
た

の
で

、

周
知
す
る
。
 

記
 

１
 
指
定
の
整
理
番
号
 

２
 
指
定
が
さ
れ
た
年
月
日
 

３
 
指
定
に
係
る
重
要
経
済
安
保
情
報
の
概
要
 

４
 
当
該
重
要
経
済
安
保
情
報
の
取
扱
い
の
業
務
を
行
わ
せ
る
職
員
の
範
囲
 

５
 
指
定
の
有
効
期
間
等
 

(
1
)

指
定
の
有
効
期
間

(
2
)

当
該
有
効
期
間
が
満
了
す
る
年
月
日

第
３
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）
 

 

 
 
 

 
 

年
 

月
 

日
 
 

（
宛
 
 
 
 
 
先
）
 
 
 
殿
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
大

分
県

警
察

本
部

長
 

  
 
 
重
要
経
済
安
保
情
報
の
指
定
の
有
効
期

間
延
長

に
つ
い
て
 

重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
及
び
活
用
に
関

す
る
法

律
（
令

和
６
年
法
律

第
2
7
号

）
第
４

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

、
下

記
の

と
お

り
、

重
要

経
済

安
保

情
報

の
指

定
の

有
効

期
間

が

延
長
さ
れ
た
の
で
、

通
知
す
る
。
 

 

記
 

 

１
 

指
定
の
整
理
番
号
 

 
 
 

 ２
 

指
定
の
有
効
期
間
が
延
長
さ
れ
た
年
月
日

 

 
 
 

 ３
 

指
定
に
係
る
重
要
経
済
安
保
情
報
の
概
要

 

 
 
 

 ４
 

当
該

重
要

経
済

安
保

情
報

の
保

護
に

関
す

る
業

務
を

管
理

す
る

重
要

経
済

安
保

情
報

管

理
者
の
職
 

 
 
 

 ５
 

延
長
後
の
指
定
の
有
効
期
間
等
 

(
1
)
 

延
長
後
の
指
定
の
有
効
期
間
 

 

 
(
2
)
 

当
該
有
効
期
間
が
満
了
す
る
年
月

日
 

 
 
 
 

 



令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

大
分
県
報

二
二

（
警
察
本
部
訓
令
）

第
５
号
様
式
（
第

1
1
条
関
係
）
 

 
 
 
 
 

 
 

 
年

 
月

 
日

 
 

（
宛
 
 
 
 
 
先
）
 
 
 
殿
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
大

分
県

警
察

本
部

長
 

  
 
 
重
要
経
済
安
保
情
報
の
指
定
の
有
効

期
間
満
了
に

つ
い
て

 

下
記

の
と

お
り

、
重

要
経

済
安

保
情

報
の

指
定

の
有

効
期

間
が

満
了

し
た

の
で

、
通

知
す

る
。
 

 

記
 

 １
 

指
定
の
整
理
番

号
 

 
 
 

 ２
 

指
定
の
有
効
期

間
の
満
了
年
月
日
 

 

 ３
 

指
定
に
係
る
重

要
経
済
安
保
情
報
の
概
要
 

 
 
 

第
４
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）
 

年
月

日

（
宛

先
）

殿
 

警
備

部
長

 

重
要
経
済
安
保
情
報
の
指
定
の
有
効
期
間
延
長
に
つ
い
て
 

 
重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
法
律
（
令
和
６
年
法
律
第

2
7
号
）
第
４

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

、
下

記
の

と
お

り
、

重
要

経
済

安
保

情
報

の
指

定
の

有
効

期
間

が

延
長
さ
れ
た
の
で
、
周
知
す
る
。
 

記
 

１
 
指
定
の
整
理
番
号
 

２
 
指
定
の
有
効
期
間
が
延
長
さ
れ
た
年
月
日
 

３
 
指
定
に
係
る
重
要
経
済
安
保
情
報
の
概
要
 

４
 
延
長
後
の
指
定
の
有
効
期
間
等
 

(
1
)

延
長
後
の
指
定
の
有
効
期
間

(
2
)

当
該
有
効
期
間
が
満
了
す
る
年
月
日



令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

大
分
県
報

二
三

（
警
察
本
部
訓
令
）

第
６
号
様
式
（
第

1
1
条
関
係
）
 

年
月

日

（
宛

先
）

殿
 

 
警

備
部

長
 

重
要
経
済
安
保
情
報
の
指
定
の
有
効
期
間
満
了
に
つ
い
て
 

 
下

記
の

と
お

り
、

重
要

経
済

安
保

情
報

の
指

定
の

有
効

期
間

が
満

了
し

た
の

で
、

周
知

す

る
。
 

記
 

１
 
指
定
の
整
理
番
号
 

２
 
指
定
の
有
効
期
間
の
満
了
年
月
日
 

３
 
指
定
に
係
る
重
要
経
済
安
保
情
報
の
概
要
 

第
７
号
様
式
（
第

1
2
条
関
係
）
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

年
 

月
 

日
 
 

（
宛
 

 
 
 
 
先
）
 
 
 
殿
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
大

分
県

警
察

本
部

長
 

  
 
 
重
要
経
済
安
保
情
報
の
指
定
の
解
除
に

つ
い
て

 

重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
及
び
活
用
に
関

す
る
法

律
（
令

和
６
年
法
律

第
2
7
号

）
第
４

条
第

７
項

の
規

定
に

よ
り

、
下

記
の

と
お

り
、

重
要

経
済

安
保

情
報

の
指

定
が

解
除

さ
れ

た

の
で
、
通
知
す
る
。
 

 

記
 

 １
 

指
定
の
整
理
番

号
 

 
 
 

 ２
 

指
定
が
解
除
さ

れ
た
年
月
日
 

 
 
 

 ３
 

指
定
に
係
る
重

要
経
済
安
保
情
報
の
概
要
 

  備
考
 

一
部
解
除
さ

れ
た
場
合
は
、
本
様
式
の
「

解
除
」
を
「
一
部
解
除

」
と
し
、「

３
 

指

定
に
係
る
重
要
経
済
安
保
情
報
の
概
要
」
を
「

３
 
一

部
解
除

さ
れ
た
情
報

」
と
し
、
必

要
に

応
じ

、
「

３
 

一
部
解

除
さ
れ

た
情

報
」

の
次
に

「
４

 
一

部
解

除
後

の
指

定
に

係

る
重
要
経
済
安
保
情
報
の
概
要
」
を
記
載

 

 



令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

大
分
県
報

二
四

（
警
察
本
部
訓
令
）

第９号様式（第19条、第24条、第34条関係）

重要経済安保情報文書等管理簿
文書等の件名

登録番号
（文書番号・媒体）

文書等の作成又は受領 作成又は
交付元 保存期間

年月日 受領の別

記録された 指定の整理番号 指定年月日 有効期間満了年月日

重要経済安保情報

一連 交付 返却
番号 年月日 交付先 受領者役職・氏名 年月日 返却者役職・氏名

備考

重要経済安保情報文書
等としての管理が不要 管理が不要となった理由 廃棄した場合にはその方法
となった年月日

第
８
号
様
式
（
第

1
2
条
関
係
）
 

年
月

日

（
宛

先
）

殿
 

 
警

備
部

長
 

重
要
経
済
安
保
情
報
の
指
定
の
解
除
に
つ
い
て
 

 
重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
法
律
（
令
和
６
年
法
律
第

2
7
号
）
第
４

条
第

７
項

の
規

定
に

よ
り

、
下

記
の

と
お

り
、

重
要

経
済

安
保

情
報

の
指

定
が

解
除

さ
れ

た

の
で
、
周
知
す
る
。
 

記
 

１
 
指
定
の
整
理
番
号
 

２
 
指
定
が
解
除
さ
れ
た
年
月
日
 

３
 
指
定
に
係
る
重
要
経
済
安
保
情
報
の
概
要
 

備
考
 

一
部
解
除
さ
れ
た
場
合
は
、
本
様
式
の
「
解
除
」
を
「
一
部
解
除
」
と
し
、「

３
 

指

定
に
係
る
重
要
経
済
安
保
情
報
の
概
要
」
を
「
３
 
一
部
解
除
さ
れ
た
情
報
」
と
し
、
必

要
に

応
じ

、
「

３
 

一
部
解

除
さ
れ

た
情

報
」

の
次
に

「
４
 

一
部

解
除

後
の

指
定

に
係

る
重
要
経
済
安
保
情
報
の
概
要
」
を
記
載
 



令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

大
分
県
報

二
五

（
警
察
本
部
訓
令
）

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
受

領
書

受
領
機
関
名

受
領
者
氏
名

年
　
　
月
　
　
日

上
記
の
□
文
書
□
物
件
を
受
領
し
ま
し
た
（
該
当
す
る
□
に
印
を
付
け
る
。
）
。

第
1
0
号
様
式
（
第
2
4
条
関
係
）

登
録
番
号

件
　
　
　
名

交
付
機
関
名

交
　
付
　
者

第
1
1
号

様
式

（
第

3
0
条

、
第
3
4
条
関
係

）

　

重
要

経
済

安
保

情
報

文
書

等
保

管
管

理
簿

作
成
所
属

：

保
管
部
署

保
管
開
始
日

保
管
終
了
日

備
考

登
録
番
号

文
書
等
の
件
名



令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

大
分
県
報

二
六

（
警
察
本
部
訓
令
）

第13号様式（第44条、第53条関係）

氏 名 氏 名
年
号

年 月 日
該当

する号
第３号に該当すると

認める理由

候候補補者者名名簿簿

※１　法第12条第７項の該当の有無については、〇か×を記載
※２　承認の有無欄は警務課において記載し、承認が得られた者に○を、得られなかった者に×を、それぞれ記載する。

（　　頁／　　頁中）

作成日：　　　　年　　月　　日重要経済安保情報管理者：

評価対象者の
選定に当たって
参考となる事項

承認の
有無
（※２）

ふりがな氏名 法第12条第１項

役職名所属する部署

生年月日

番号

法第12条第
７項該当の
有無
（※１）

登録番号 件　　名 所　　属 氏　　名

第12号様式（第31条関係）

重要経済安保情報文書等 重要経済安保情報文書等を取り扱った者
年月日 場　　所 備　　考

重要経済安保情報文書等取扱簿



令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

大
分
県
報

二
七

（
警
察
本
部
訓
令
）

第
1
4
号

様
式

（
第

4
4
条

関
係

）

年
月

日

警
備

部
長

殿

警
務

部
長

適
性

評
価

に
関

す
る

通
知

書
（

承
認

の
有

無
）

年
月

日
付

け
候

補
者

名
簿

に
登

載
さ

れ
て

い
る

者
に

関
し

、
適

性
評

価
を

実
施

す
る

こ
と

に
つ

い
て

の
警

察
本

部
長

の
承

認
の

有
無

は
下

記
の

と
お

り
で

あ
る

の
で

、
「

重

要
経

済
安

保
情

報
の

指
定

及
び

そ
の

解
除

、
適

性
評

価
の

実
施

並
び

に
適

合
事

業
者

の
認

定
に

関

し
、

統
一

的
な

運
用

を
図

る
た

め
の

基
準

」
（

令
和

７
年

１
月

3
1
日

閣
議

決
定

）
第

４
章

第
２

節

２
(
2
)
の

規
定

に
よ

り
通

知
す

る
。

記

 

 第
1
5
号
様
式
（
第
4
5
条
関
係
）
 

 

 
 
年

 
 
月
 
 

日
 
 

内
閣

府
適

性
評

価
調

査
実

施
責

任
者

 
 
殿
 

（
警

察
庁

長
官

官
房

人
事

課
経

由
）

 

大
分
県

警
察
本

部
警
務
部
長

 
 

 

適
性
評
価
調
査

を
行
う
こ
と

の
求
め

 

適
性
評
価
を
実
施

す
る
上
で
必
要
が
あ
る
た
め
、

重
要
経

済
安
保
情
報

の
保
護

及
び
活
用

に
関
す
る
法
律
（
令

和
６
年
法
律
第
2
7
号
）
第
1
5
条
第

２
項
に

お
い
て
読
み

替
え
て

準
用
す

る
第
1
2
条
第
４
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
下
記
資
料
を

添
え
て

適
性
評
価
調

査
を
行

う
こ
と
を

求
め
る
。
 

 

記
 

 

〇
 

評
価
対
象
者
の
連
絡
先
 

〇
 

候
補
者
名
簿
の
写
し
 

〇
 

担
当
者
名
及
び
連
絡
先
 

〇
 

評
価
対
象
者
の
「
重
要
経
済
安
保
情

報
の
指

定
及
び
そ
の

解
除
、

適
性
評
価
の

実

施
並
び
に
適

合
事
業
者
の
認
定
に
関
し
、
統

一
的
な

運
用
を
図
る

た
め
の

基
準
」

（
令
和
７
年

１
月
3
1
日
閣
議
決
定
）
別
添
２

－
１
「

適
性
評
価
の

実
施
に

つ
い
て
の

同
意
書
」
及

び
別
添
２
－
２
「
公
務
所
又
は

公
私
の

団
体
へ
の
照

会
等
に

つ
い
て
の

同
意
書
」
の

写
し
 

 



令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

大
分
県
報

二
八

（
警
察
本
部
訓
令
）

第
1
7
号

様
式

（
第

4
6
条

関
係

）

年
月

日

警
備

部
長

殿

警
務

部
長

適
性

評
価

の
結

果
等

に
関

す
る

通
知

書

適
性

評
価

の
結

果
等

に
つ

い
て

は
別

表
の

と
お

り
で

あ
る

の
で

、
「

重
要

経
済

安
保

情
報

の
指

定
及

び
そ

の
解

除
、

適
性

評
価

の
実

施
並

び
に

適
合

事
業

者
の

認
定

に
関

し
、

統
一

的
な

運
用

を

図
る

た
め

の
基

準
」
（

令
和

７
年

１
月

3
1
日

閣
議

決
定

）
第

４
章

第
２

節
[
３

(
2
)
④

・
７

(
2
)
]
の

規
定

に
よ

り
通

知
す

る
。

 

 第
1
6
号
様
式
（
第
4
5
条
関
係
）
 

 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 

内
閣

府
適

性
評

価
調

査
実

施
責

任
者

 
 
殿
 

（
警

察
庁

長
官

官
房

人
事

課
経

由
）

 

大
分
県
警
察
本
部
警
務
部
長
 

 

 

適
性
評
価
調
査
の
結
果
通
知
の
求
め
に
つ
い
て
 

適
性
評
価
を
実
施
す
る
上
で
必
要
が
あ
る
た
め
、
重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
及
び
活
用

に
関
す
る
法
律
（
令
和
６
年
法
律
第
2
7
号
）
第
1
2
条
第
７
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
下
記
資
料

を
添
え
て
直
近
他
機
関
適
性
評
価
に
お
け
る
適
性
評
価
調
査
の
結
果
を
通
知
す
る
よ
う
求
め

る
。
 

 

記
 

 

〇
 
評
価
対
象
者
の
「
重
要
経
済
安
保
情
報
の
指
定
及
び
そ
の
解
除
、
適
性
評
価
の
実

施
並
び
に
適
合
事
業
者
の
認
定
に
関
し
、
統
一
的
な
運
用
を
図
る
た
め
の
基
準
」

（
令
和
７
年
１
月
3
1
日
閣
議
決
定
）
別
添
２
－
３
「
適
性
評
価
の
実
施
に
つ
い
て
の

同
意
書
（
第
1
2
条
第
７
項
）
」
の
写
し
 

〇
 
候
補
者
名
簿
の
写
し
 

 



令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

大
分
県
報

二
九

（
警
察
本
部
訓
令
）

作
成

日
番

号
氏

名
氏

名
年号

年
月

日

備
考

　
結
果
欄
に
は
、
重
要
経
済
安
保
情
報
の
取
扱
い
の
業
務
を
行
っ
た
場
合
に
こ
れ
を
漏
ら
す
お
そ
れ
が
な
い
と

認
め
ら
れ
た
場
合
は
「
適
性
あ
り
」
と
、
当
該
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
は
「
適
性
な
し
」

と
、
重
要
経
済
安
保
情
報
保
護
法
第
1
5
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
1
2
条
第
３
項
の
同
意
が
得
ら
れ

な
か
っ
た
た
め
適
性
評
価
が
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
「
実
施
せ
ず
」
と
、
同
意
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
た
め

適
性
評
価
の
手
続
を
中
止
し
た
場
合
は
「
中
止
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す
る
。

作
成

日
：

 
 
 
 
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
別

　
表

結
果

所
属

す
る

部
署

役
職

名

候
補

者
名

簿
氏

　
名

ふ
り

が
な

生
年

月
日

 

 第
1
8
号
様
式
（
第
4
6
条
関
係
）
 

 

 
 
年

 
 
月

 
 
日
 
 

内
閣

府
適

性
評

価
調

査
実

施
責

任
者

 
 

殿
 

（
警

察
庁

長
官

官
房

人
事

課
経

由
）

 

大
分
県
警
察

本
部
警

務
部
長
 
 

 

適
性
評
価
の
結
果
等
に

関
す
る

通
知
書
 

適
性
評
価
の
結
果
等
に
つ
い
て
は
別
表
の
と

お
り
で

あ
る
の
で
、

「
重
要

経
済
安
保
情

報

の
指
定
及
び
そ
の
解
除
、
適
性
評
価
の
実
施
並

び
に
適

合
事
業
者
の

認
定
に

関
し
、
統
一

的

な
運
用
を
図
る
た
め
の
基
準
」
（
令
和
７
年
１

月
3
1
日
閣

議
決
定
）
第

４
章
第

２
節
［
３

(
2
)
④
・
３
(
3
)
・
７
(
3
)
］
の
規
定
に
よ
り

通
知
す
る
。

 



令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

大
分
県
報

三
〇

（
警
察
本
部
訓
令
）

作
成

日
番

号
氏

名
氏

名
年号

年
月

日

第
1
9
号

様
式

（
第

4
7
条
関

係
）

適適
性性

認認
定定

者者
名名

簿簿
作

成
日
：
　

　
　
　
年

　
　

月
　
　

日

候
補

者
名

簿
氏

　
名

ふ
り

が
な

生
年

月
日

通
知

し
た

日
所

属
す

る
部

署
役

職
名

作
成

日
番

号
氏

名
氏

名
年号

年
月

日

備
考

結
果

を
通

知
し

た
日

作
成

日
：

年
　
　
月
　
　
日

　
結

果
欄

に
は

、
重

要
経

済
安

保
情

報
の

取
扱

い
の

業
務

を
行

っ
た

場
合

に
こ

れ
を

漏
ら

す
お

そ
れ

が
な

い
と

認
め

ら
れ

た
場

合
は

「
適

性
あ

り
」

と
、

当
該

お
そ

れ
が

な
い

と
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
場

合
は

「
適

性
な

し
」

と
、

重
要

経
済

安
保

情
報

保
護

法
第

1
5
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

1
2
条

第
３

項
の

同
意

が
得

ら
れ

な
か

っ
た

た
め

適
性

評
価

が
実

施
さ

れ
な

か
っ

た
場

合
は

「
実

施
せ

ず
」

と
、

同
意

が
取

り
下

げ
ら

れ
た

た
め

適
性

評
価

の
手

続
を

中
止

し
た

場
合

は
「

中
止

」
と

、
そ

れ
ぞ

れ
記

載
す

る
。

　
別

　
表

結
果

所
属

す
る

部
署

役
職

名

候
補

者
名

簿
氏

　
名

ふ
り

が
な

生
年

月
日


